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税務訴訟資料 第２６３号－８２（順号１２２０６） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 相続税決定処分取消等請求事件 

国側当事者・国（杉並税務署長） 

平成２５年４月１９日棄却・控訴 

 

判 決 

原告         甲 

同訴訟代理人弁護士  池末 彰郎 

          菊地 憲太郎 

被告         国 

同代表者法務大臣   谷垣 禎一 

処分行政庁      杉並税務署長 

金森 勝 

被告指定代理人    宇波 なほ美 

          山口 克也 

          岡田 智辰 

          宇野 憲之 

          橋本 健 

          小野 由美子 

 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

杉並税務署長が原告に対し平成２１年５月２９日付けでした、①被相続人乙（以下「亡乙」とい

う。）の平成１９年４月２２日開始の相続に係る原告の相続税の決定処分及び②無申告加算税の賦

課決定処分（ただし、いずれも平成２１年１０月２３日付け異議決定〔以下「本件異議決定」とい

う。〕による一部取消し後のもの。以下、この一部取消しの前後を問わず、上記決定処分を「本件

決定処分」といい、上記無申告加算税の賦課決定処分を「本件賦課決定処分」といい、本件決定処

分及び本件賦課決定処分を併せて「本件決定処分等」という。）を、いずれも取り消す。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の要旨 

本件は、杉並税務署長が、原告に対し、平成１９年４月２２日に開始した亡乙の相続（以下「本

件相続」という。）に係る原告の相続税につき本件決定処分等をしたことにつき、原告が、①本

件決定処分は、亡乙の合資会社Ａ（以下「Ａ社」という。）、合資会社Ｂ（以下「Ｂ社」という。）

及び有限会社Ｃ（以下「Ｃ社」といい、Ａ社及びＢ社と併せて、以下「本件各関係法人」という。）

に対する貸付金ないし立替金の債権（これらの債権を総称して、以下「本件各関係法人債権」と
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いう。）並びに亡乙の原告に対する贈与に係る金銭を本件相続に係る相続財産に含めて相続税の

課税価格を計算したが、本件各関係法人債権は存在しておらず、また、原告が亡乙から贈与を受

けたこともない、②本件決定処分が、亡乙の公正証書遺言により本件相続に係る原告以外の相続

人が取得した不動産の価額を原告に係る相続税額の計算に当たり含めるものとしたのは誤りで

ある、③本件決定処分が、亡乙の死亡により支払われた保険金につき、相続税法（平成１９年法

律第７４号による改正前のもの。以下「相続税法」という。）３条１項１号に規定する割合に相

当する部分の計算をしていないのは誤りである、④原告が本件相続に係る相続税の申告をしなか

ったことについては、国税通則法（平成２１年法律第１３号による改正前のもの。以下「通則法」

という。）６６条１項ただし書にいう「正当な理由」があるなどと主張して、本件更正処分等の

取消しを求める事案である。 

２ 関係法令の定め 

別紙１「関係法令の定め」に記載したとおりである（同別紙で定める略称等は、以下において

も用いることとする。）。 

３ 前提事実（証拠等の掲記のない事実は、当事者間に争いがないか、当事者において争うことを

明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。） 

(1) 亡乙の相続関係 

亡乙は、平成１９年４月２２日に死亡した。亡乙の相続人は、その長男である丙（通称名・

丙又は丙。同人の氏名及び通称名につき、甲１２、乙４の３、乙６、乙４２、乙５５の１～乙

５７の２。以下「丙」という。）、二男である丁（以下「丁」といい、丙と併せて、以下「訴外

相続人ら」という。）及び長女である原告の３名である（この３名を併せて、以下「本件共同

相続人ら」といい、本件相続に係る相続税を、以下「本件相続税」という。）。 

(2) 亡乙による遺言 

ア 亡乙は、平成１３年７月３日、公正証書によって遺言をしたところ（この遺言に係る公正

証書を、以下「本件公正証書」といい、この遺言を、以下「本件公正証書遺言」という。）、

その要旨は、別紙２「本件公正証書遺言の要旨」に記載したとおりである（甲４、乙３）。 

イ 亡乙は、平成１５年１１月１６日付けで自筆証書によって遺言をしたところ（この遺言を、

以下「本件自筆証書遺言」という。）、その内容は、別紙３「遺言証書」写しのとおりである

（乙４の１～３）。 

(3) 亡乙が締結した生命保険契約 

ア 亡乙は、①Ｄ生命保険相互会社との間において、平成１８年８月１７日、亡乙を被保険者

とし、本件共同相続人らを保険金受取人とする生命保険契約（以下「本件Ｄ生命保険契約」

という。）を締結し、②Ｅとの間において、同年９月２９日、亡乙を被保険者とし、丙を保

険金受取人とする生命保険契約（以下「本件Ｅ生命保険契約」という。）を締結した（乙１、

乙６６、乙６７）。 

イ 亡乙の死亡の時までに払い込まれた保険料の金額は、①本件Ｄ生命保険契約については４

５００万円であり、②本件Ｅ生命保険契約については１８万アメリカ合衆国ドル（以下「米

ドル」という。）であるところ、亡乙は、これらの全額を負担していたものである（乙６７

～乙７２、弁論の全趣旨）。 

ウ 亡乙の死亡により、①本件Ｄ生命保険契約の保険金受取人である本件共同相続人らは、４

９２１万５１１９円の保険金を取得し（原告の取得分は、その３３％である１６２４万０９
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８９円である。）、②本件Ｅ生命保険契約の保険金受取人である丙は、２８万９０２３．７８

米ドル（本件相続が開始した日に近接した時点の為替相場に基づいて邦貨に換算した金額は

３４２８万９６３３円）の保険金を取得した（乙６６、乙６７、弁論の全趣旨）。 

(4) 本件各関係法人 

ア Ａ社は、喫茶店、食堂、居酒屋、バー、パブの経営等を目的として設立された合資会社で

ある（商業登記簿上の会社成立の年月日は平成●年●月●日）。同社においては、亡乙が代

表社員を務めていたが、同人の死亡後である平成１９年５月８日、同年４月２２日に無限責

任社員として加入した丙が代表社員に就任した。（甲１２、乙５６の１・２) 

イ Ｂ社は、喫茶店、食堂、居酒屋、バー、パブ等の飲食店経営等を目的として設立された合

資会社であり（商業登記簿上の会社成立の年月日は平成●年●月●日）、同社の代表社員は、

無限責任社員である丙である（乙５５の１・２）。 

ウ Ｃ社は、風俗営業店（バー、料理店、パチンコ、キャバレー、麻雀）の経営等を目的とし

て設立された有限会社である（商業登記簿上の会社成立の年月日は平成●年●月●日）。同

社においては、亡乙が代表取締役を、丁が取締役を、それぞれ務めていたが、亡乙の死亡後

である平成１９年５月８日、丁が取締役を辞任するとともに、丙が取締役に就任した。（乙

５７の１・２) 

(5) 原告による相続税の申告書の不提出及び贈与税の期限後申告書の提出 

ア 原告は、相続税法２７条１項所定の期限までに、本件相続税に係る相続税の申告書を提出

しなかった。 

イ 原告は、平成２１年３月２６日、原告が乙から平成１８年４月１９日に１９７３万１７０

５円の贈与（以下「本件贈与」という。）を受けた旨を記載した平成１８年分贈与税の期限

後申告書（以下「本件贈与税申告書」という。）を提出した（乙２）。 

(6) 課税処分等の経緯 

本件決定処分等、本件決定処分等についての原告の異議申立て及びこれに対する杉並税務署

長の本件異議決定、同決定についての原告の審査請求及びこれに対する国税不服審判所長の裁

決の経緯は、それぞれ、別紙４「課税処分等の経緯」の「決定処分等」欄、「異議申立て」欄、

「異議決定」欄、「審査請求」欄及び「裁決」欄にそれぞれ記載されているとおりである。な

お、本件決定処分において認定された本件各関係法人債権の価額の合計額は１億６１５０万０

０００円であり、その内訳は、以下のとおりである（甲１、甲２８）。 

ア Ｂ社に対する貸付金債権 ２０００万００００円（以下「本件Ｂ債権」という。） 

イ Ａ社に対する貸付金債権 １億１８００万００００円（以下「本件Ａ債権」という。） 

ウ Ｃ社に対する貸付金ないし立替金債権 ２３５０万００００円（以下「本件Ｃ債権」とい

う。） 

(7) 本件各関係法人及び丙に対する訴え 

ア 原告は、平成２１年６月８日、本件各関係法人並びにＡ社及びＢ社の無限責任社員である

丙（以下「丙ら」という。）を被告として、本件相続により前記(6)ア～ウの本件各関係法人

債権のうち法定相続分である各３分の１ずつを取得したとして、その支払を求める訴え（東

京地方裁判所平成● ●年（○○）第● ●号事件。以下「別件訴訟」という。）を提起した

（甲５、甲１２、乙５５の１・２、乙５６の１・２、弁論の全趣旨）。 

イ 東京地方裁判所は、平成●年●月●日、別件訴訟につき、原告の請求を認容する旨の判決
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（以下「別件第１審判決」という。）を言い渡したところ、丙らは、同判決に対して控訴を

提起した（甲１０、甲１１、甲１３、甲１４）。 

(8) 本件訴えの提起 

原告は、平成２２年１２月２８日、本件訴えを提起した（当裁判所に顕著な事実）。 

４ 本件決定処分等の根拠及び適法性に関する被告の主張 

本件決定処分等の根拠及び適法性に関する被告の主張は、後記６に被告の主張の要点として掲

げたもののほか、別紙５「本件決定処分等の根拠等に関する被告の主張」に記載したとおりであ

る（なお、同別紙で定める略称等は、以下においても用いることとする。）。 

５ 争点 

(1) 本件各関係法人債権の存否（争点１） 

(2) 原告が亡乙から本件贈与を受けたか否か（争点２) 

(3) 本件決定処分が本件公正証書遺言により本件相続に係る原告以外の相続人が取得した不動

産を原告の相続税につき課税対象としたことの誤りをいう原告の主張の当否（争点３) 

(4) 本件決定処分が亡乙の死亡による保険金につき相続税法３条１項１号に規定する割合に相

当する部分の計算をしていないことの誤りをいう原告の主張の当否（争点４) 

(5) 原告が本件相続に係る相続税の申告をしなかったことにつき通則法６６条１項ただし書に

いう「正当な理由」があるか否か（争点５) 

６ 争点に関する当事者の主張の要点 

争点に関する当事者の主張の要点は、別紙６「争点に関する当事者の主張の要点」に記載した

とおりである（なお、同別紙で定める略称等は、以下においても用いることとする。）。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件各関係法人債権の存否（争点１）について 

(1) 本件各関係法人債権の発生について 

ア 本件Ｂ債権について 

Ｂ社は、平成１８年３月期の総勘定元帳において、同社が、平成１７年４月１日、①亡乙

から２０００万円を新たに借り受けるとともに（この貸付金債権が、被告の主張に係る本件

Ｂ債権である。）、②前期末から繰り越してきた同社の亡乙に対する長期借入金１５２３万７

０８５円を返済した旨の帳簿処理をしているところ（乙１３・１及び７枚目）、次の(ｱ)～(ｳ)

において述べるところに加えて、○ⅰ同社の代表社員であり本件共同相続人らの１人でもある

丙が、本件相続税調査の際に本件Ｂ債権の存在を認める趣旨の供述をするとともに、別件訴

訟においても、上記①の亡乙の同社に対する貸付けを認める供述をしていること（甲６、乙

５１）、○ⅱ同社においても、平成１９年３月期の法人税につき、本件Ｂ債権の存在を前提と

する修正申告をしていること（乙６０の１・２）を併せ考慮すれば、上記総勘定元帳の記載

どおり、平成１７年４月１日、亡乙の同社に対する本件Ｂ債権２０００万円が発生したもの

と認められる。 

(ｱ) 以下のとおり、Ｂ社においては、平成１６年３月期末までに、同社の同期の総勘定元

帳（乙１４）に記載されているとおり、亡乙からの長期借入金合計１５２３万７０８５円

が発生していることが認められる。 

ａ Ｂ社が亡乙から平成１３年６月２８日に１５８１万５０００円を借り受けたこと。 

Ｂ社の平成１４年３月期の総勘定元帳の記載（乙１５・１及び１７枚目）、次の(a)～
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(d)に述べるところ及び弁論の全趣旨によれば、同社は、平成１３年６月２８日、亡乙

から、①同人が有していた亡乙貸付金債権のうち９８０万円をこれと同額の代金で譲り

受けるための資金及び②同人が保有していたＦ株式３０００株を６０１万５０００円

で譲り受けるための資金として、１５８１万５０００円を借り入れたことが認められる。 

(a) ①亡乙は、妹である戊に対して、２９００万円の亡乙貸付金債権を有していたと

ころ、同債権は、○ア平成１３年４月６日に４９０万円分がＡ社に対して同額で譲渡さ

れ、○イ次に、同年６月２８日に９８０万円分がＢ社に対して同額で譲渡され、○ウ最後

に、平成１８年１２月２６日に残りの１４３０万円分が同社に対して５万円で譲渡さ

れた、すなわち、同社は、平成１３年６月２８日、上記２９００万円の債権のうち９

８０万円を、同額の代金で取得した（乙１５・１及び１４枚目、乙１７、乙１８・１、

１８及び２１枚目）。②また、同社は、同日、亡乙からＦ株式３０００株を６０１万

５０００円で購入した（乙１５・１及び１５枚目、乙１９・４枚目）。これらの購入

代金の合計額は、同日の亡乙の同社に対する貸付金の額（１５８１万５０００円）と

一致している。 

(b) 商業登記簿上は平成●年●月●日に成立したとされるＢ社は、平成１４年３月期

が設立後の最初の事業年度（第１期）であり、平成１３年６月２８日当時はいわゆる

設立中の会社であったと解される同社（前提事実(4)イ参照）において、前記(a)の購

入代金１５８１万円余りの自己資金があったものとは認め難い（乙１９・１及び２枚

目参照）。 

(c) 平成１４年頃から平成１９年３月期の決算までＢ社の関与税理士であったＧ税理

士（なお、同税理士は、同時期においてＡ社の関与税理士でもあった。）は、Ｂ社が

受けた債権譲渡につき、同社には余裕資金がなかったので、代金は貸借にしていた旨

述べている（乙２０・２枚目）。 

(d) Ｂ社は、平成１３年６月２８日に亡乙に対する１５８１万５０００円の借入金を

計上しながら、同月において、戊に対する亡乙貸付金債権の取得及びＦ株式の取得以

外に、高額の現金支出をした形跡はない（乙１５・１枚目「６月計」参照）。 

ｂ Ｂ社が平成１３年１２月２５日に亡乙からＦ株式の取得資金２６３万７０００円の

貸付けを受けたこと 

Ｂ社の平成１４年３月期の総勘定元帳等によれば、同社は、平成１３年１２月２５日、

Ａ社からＦ株式３０００株を２６３万７０００円で購入するとともに、その購入代金と

同額の２６３万７０００円を亡乙から借り入れたことが認められる（乙１５・９、１５

及び２０枚目、乙１８・１２、１３、１９及び２５枚目、乙１９・６及び８枚目）。そ

して、前記ａ(b)のとおり、Ｂ社自体には、Ｆ株式を取得するだけの余裕資金があった

とはいい難いこと（乙１９・２枚目）からすると、同社が同日に亡乙から借り入れた２

６３万７０００円は、同日のＦ株式の購入資金であったものと認められる。 

ｃ Ｂ社が亡乙から平成１４年１１月２５日に１７０万円を借り受けたこと 

Ｂ社の平成１５年３月期の総勘定元帳によれば、同社は、平成１４年１１月２５日、

亡乙から１７０万円を借り入れたことが認められる（乙２１・１及び２枚目）。 

ｄ 平成１６年３月期末までのＢ社の亡乙に対する帳簿上の長期借入金の返済額 

Ｂ社は、平成１４年３月期において、平成１３年６月２８日以降平成１４年３月３１
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日まで、日々の売上げを長期借入金の返済に充てる帳簿処理をしており（乙１５・１～

１３、１７～２２枚目。なお、同期における同社の長期借入先は、亡乙のみである。）、

合計４９１万４９１５円（乙１９・８枚目）を亡乙に返済した旨の帳簿処理をしている

（同期末における長期借入残高は１３５３万７０８５円とされている。） 

ｅ 小括 

前記ａ～ｄに述べたところからすれば、亡乙がＢ社に対して有する平成１６年３月期

末における貸付金債権の残高は、少なくとも、前記ａ～ｃの金額の合計から前記ｄの金

額を控除した１５２３万７０８５円となる。 

(ｲ) 以下のとおり、Ｂ社が亡乙から平成１７年４月１日に譲り受けた同人のＨに対する亡

乙貸付金債権の取得資金２５０万円は、同社が亡乙から借り受けたものと認められる。 

すなわち、①亡乙は、○ア平成１５年１２月２日、Ｈに対し５００万円を貸し付け（乙２

３）、○イ平成１７年４月１日、Ｂ社に対し、上記○アの亡乙貸付金債権５００万円のうち２

５０万円分を同額で譲渡したものと認められる（乙１３・１及び４枚目、乙２２・３枚目、

乙２４・１枚目）ところ、②前記(ｱ)ａ(c)のようなＧ税理士の供述、③同社が上記①○イの

債権譲渡を受けた日と、亡乙に対する２０００万円の長期借入金（本件Ｂ債権）を計上し

た日が同日であること、④同社は、平成１７年４月において、亡乙への長期借入金の返済

を別として、上記①○イの債権及び後記(ｳ)のＩに対する亡乙貸付金債権の取得以外に、高

額の現金支出をした形跡はないこと（乙１３・１枚目「４月計」参照）からすると、上記

①○イの債権の取得資金は、同社が亡乙から借り受けたものと認められる。 

(ｳ) 以下のとおり、Ｂ社が亡乙から平成１７年４月１日に譲り受けた同人のＩに対する亡

乙貸付金債権の取得資金１００万円は、同社が亡乙から借り受けたものと認められる。 

すなわち、①○ア平成１７年４月１日現在のＩに対する亡乙貸付金債権の残高は１３１万

６４５２円であり、Ｂ社は、上記債権を、亡乙から１００万円で取得し、これによって得

た利益３１万６４５２円を売上げに計上したこと（乙１３・１及び４枚目、乙２２・３枚

目）、○イまた、亡乙の預金通帳には、Ｉからの定期的な入金が記載されていること（乙１

２の１・３～５及び９枚目）、○ウ同社が同日の前記(ｲ)の債権譲渡と全く同様の帳簿処理を

していること（乙１３・１及び４枚目）を考慮すると、上記①○アの債権も、同日に、亡乙

から同社に対して譲渡されたものと認められる。そして、②前記(ｱ)ａ(c)のようなＧ税理

士の供述、③同社が上記①○アの債権譲渡を受けた日と亡乙に対する２０００万円の長期借

入金（本件Ｂ債権）を計上した日が同日であること、④同社は、平成１７年４月において、

亡乙への長期借入金の返済を別として、上記①の債権と前記(ｲ)のＨに対する亡乙貸付金

債権の取得以外に、高額の現金支出をした形跡はないこと（乙１３・１枚目「４月計」参

照）からすると、上記①の債権の取得資金１００万円は、同社が亡乙から借り受けたもの

と認められる。 

イ 本件Ａ債権について 

Ａ社は、平成１８年３月期の総勘定元帳において、同社が、平成１７年４月１日、①亡乙

から１億１８００万円を新たに借り受け（この貸付金が、被告主張に係る本件Ａ債権に相当

するものである。）、②前期末から繰り越してきた同社の亡乙に対する長期借入金残高３７９

３万７０８５円を返済した旨の帳簿処理をしているところ（乙２５・１及び１０枚目）、次

の(ｱ)～(ｳ)において述べるところに加えて、○ⅰ同社の代表社員であり本件共同相続人らの１
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人でもある丙が、本件相続税調査の際に本件Ａ債権の存在を認める趣旨の供述をするととも

に、別件訴訟においても、これに対応する亡乙の同社に対する貸付けを認める供述をしてい

ること（甲６、乙５１)、○ⅱ同社においても、平成１９年３月期分の法人税につき、本件Ｂ

債権の存在を前提とする修正申告をしていること（乙５９の１・２）を併せ考慮すれば、平

成１８年３月期において、亡乙の同社に対する合計１億１８００万円の本件Ａ債権が発生し

たことが認められる。 

この点、原告は、亡乙は、会社と個人の資産を区別しておらず、亡乙個人の預貯金は、実

質上はＡ社の売上げからの預貯金であり、本件Ａ債権に係る貸付け自体が疑問である旨主張

し（別紙６「争点に関する当事者の主張の要点」第１の１(2)イ②）、別件訴訟における丙の

供述（甲６）中にもこれに沿うかのような部分があるが、同供述の内容は、極めてあいまい

なものといわざるを得ない上、上記主張を裏付けるような客観的証拠も特に見当たらないか

ら、原告の上記主張は、採用することができない。 

(ｱ) 以下のとおり、Ａ社においては、平成１６年３月期末までに、同社の同期の総勘定元

帳等（乙２６・７枚目、乙２７の３・７及び８枚目）に記載されているとおり、亡乙から

の長期借入金合計３７９３万７１１０円が発生していることが認められる。 

ａ Ａ社が亡乙から平成１３年４月６日に４９０万円を借り受けたこと 

①Ａ社の平成１４年３月期の総勘定元帳においては、同社が、亡乙から、平成１３年

４月６日、４９０万円を借り入れた旨の帳簿処理がされていること（乙１８・１枚目）、

②前記ア(ｱ)ａ(a)①○アのとおり、同日、亡乙の戊に対する２９００万円の本件乙貸付金

債権のうち４９０万円分が、同額の代金で、同社に対して譲渡されたこと、③前記ア(ｱ)

ａ(c)のようなＧ税理士の供述、④同社において、平成１３年４月、上記②の債権の取

得以外に、高額の現金支出をした形跡はないこと（乙１８・１及び２枚目）、⑤同社が

平成１４年３月期において余裕資金を有していたとは認め難いこと（乙２７の１・２枚

目参照）からすると、同社は、上記②の債権の取得資金として、平成１３年４月６日、

亡乙から４９０万円を借り入れたことが認められる。 

ｂ Ａ社が亡乙から平成１３年６月２８日に６０１万５０００円を借り入れたこと 

①Ａ社の平成１４年３月期の総勘定元帳においては、同社が、亡乙から、平成１３年

６月２８日、６０１万５０００円を借り入れ、これと同日に、同額でＦ株式を購入した

旨の帳簿処理がされ（乙１８・４、１９及び２２枚目）、②同社の平成１４年３月期の

勘定科目内訳書にも、同社が、亡乙から、平成１３年６月に６０１万５０００円を借り

入れた旨の記載がされていること（乙２７の１・８枚目）、③同社においては、平成１

３年６月、上記①の株式の取得以外に、高額の現金支出をした形跡はないこと（乙１８・

３～５枚目）、④同社が平成１４年３月期において余裕資金を有していたとは認め難い

こと（乙２７の１・２枚目参照）からすると、同社は、平成１３年６月２８日、Ｆ株式

の購入代金として、亡乙から６０１万５０００円を借り入れたものと認められる。 

ｃ Ａ社が亡乙から平成１４年４月３日に３０００万円を借り入れたこと 

①亡乙は、Ｊに対し、６０００万円の亡乙貸金債権を有していたものであるが（乙２

８)、○ア平成１４年４月３日、Ａ社に対し、上記債権のうち３０００万円分を同額で譲

渡するとともに、○イこれと同額の３０００万円を貸し付けたこと（乙２７の２・３、６

及び７枚目、乙２８、乙２９・１及び３枚目）、②同社に、当時、余裕資金があったと
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は認め難いこと（乙２７の２・２枚目）、③前記ア(ｱ)ａ(c)のようなＧ税理士の供述、

④同社においては、平成１４年４月３日前後において、上記①○アのとおり債権を取得し

た以外に、多額の現金を支出した形跡がないこと（乙２９・１枚目）からすると、同社

が、平成１４年４月３日、上記①○アの債権の取得資金として、亡乙から３０００万円を

借り入れたものと認められる。 

ｄ Ａ社が亡乙から平成１４年１０月３１日に３００万円を借り入れたこと 

Ａ社の平成１５年３月期の総勘定元帳及び勘定科目内訳書によれば、同社が、亡乙か

ら、平成１４年１０月３１日、３００万円を借り入れたことが認められる（乙２７の２・

７枚目、乙２９・２及び５枚目）。 

ｅ Ａ社が亡乙から平成１５年９月１日に４００万円を借り入れたこと 

Ａ社の平成１６年３月期の総勘定元帳及び勘定科目内訳書によれば、同社が、亡乙か

ら、平成１５年９月１日、４００万円を借り入れたことが認められる（乙２６・４及び

７枚目、乙２７の３・８枚目）。 

ｆ 平成１６年３月期末までのＡ社の亡乙に対する帳簿上の長期借入金の返済額 

Ａ社は、亡乙に対する長期借入金については、①平成１４年３月期において、合計６

９７万７８９０円を返済したとの帳簿処理をしており（乙１８・１～１８、２１～２６

枚目、乙２７の１・８枚目）、②また、平成１６年３月期において、合計３００万円を

返済したとの帳簿処理をしている（乙２６・１、２、５及び７枚目、乙２７の３・８枚

目）。 

ｇ 小括 

以上のとおりであるから、Ａ社の平成１６年３月期末における亡乙に対する長期借入

金残高は、少なくとも、前記ａ～ｅの金額の合計から前記ｆの金額を控除した３７９３

万７１１０円であるものとなる。 

(ｲ) 以下のとおり、Ａ社が平成１７年６月２５日に締結した売買契約により取得したＫ物

件の代金５０２０万円は、同社が亡乙から借り受けたものと認められる。 

ａ 証拠（乙２５・２、３及び６枚目、乙３０、乙３１の１・２、乙３２、乙３３の１・

２）及び弁論の全趣旨によれば、①Ａ社が、Ｌとの間で、平成１７年６月２５日、Ｋ物

件につき、代金を５０２０万円と定めるとともに、Ａ社が、Ｌに対し、同日に当該代金

のうち４８２万円を支払い、Ｋ物件の引渡し日である同年７月１１日までに残額４５３

８万円を支払うものとする旨の約定の下、売買契約を締結したこと、②上記①の売買契

約に係る売買代金については、同月８日、仲介業者を通じてＬに４８２万円が支払われ、

同月１１日、４３３８万円がＡ社名義によりＬ名義の普通預金口座に振り込まれたこと、

③Ｋ物件につき、同日、同日売買を原因として、所有者をＡ社とする所有権保存登記が

されたことが認められる。 

ｂ そして、①平成１７年６月２４日、亡乙・Ｍ口座から４８２万円が出金されるととも

に、同年７月１１日に、同口座から４３３８万円が出金されており（乙３４の１・４枚

目）、その出金状況は、前記ａ①の売買契約における売買代金の支払時期に関する約定

及び前記ａ②の売買代金の支払状況と基本的に整合するものである。②その一方で、Ａ

社の預金口座からは、上記売買代金に見合った金員が出金された形跡はなく（乙３４の

２・４枚目）、③同社の平成１４年３月期から平成２０年３月期までの決算報告書（乙
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３５の１～７）を見ても、金融機関からの借入れを含め、同社において、Ｋ物件を購入

するだけの資金を有していたことはうかがわれず、④さらに、同社において、Ｋ物件や

同社の所有する他の不動産に対し、Ｋ物件購入のために担保権を設定したような事情も

うかがわれない（乙３１の１・２、乙３６の１・２）。 

ｃ 以上のような事情を総合すると、Ａ社は、Ｋ物件の購入代金５０２０万円を亡乙から

借り受けたものと推認することができ、かかる５０２０万円の貸付金債権は、前記のよ

うな亡乙からの１億１８００万円の借入金（本件Ａ債権）の一部を構成するものという

べきである。 

(ｳ) 以下のとおり、Ａ社が平成１７年７月１日に締結した売買契約により取得したＮ物件

の代金２８５０万円は、同社が亡乙から借り受けたものと認められる。 

ａ 証拠（乙２５・３及び８枚目、乙３３の２、乙３６の１・２、乙３７）及び弁論の全

趣旨によれば、①Ａ社が、Ｏらとの間で、平成１７年７月１日、Ｎ物件につき、代金を

２８５０万円と定めて売買契約を締結したこと、②Ｎ物件については、同日、同日売買

を原因として、ＯらからＡ社に対する所有権移転登記がされたことが認められる（なお、

同社の平成１８年３月期の総勘定元帳に記載されている「㈱Ｐ」は、Ｎ物件の売買契約

に係る仲介業者であり、売主の１人であるＯが代表者を務める法人である。乙３７・２

枚目）。 

ｂ そして、①平成１７年６月３０日、亡乙・Ｑ信用組合口座から２００万円及び２６５

０万円が出金され（乙３８の１・１～３枚目）、②同日、額面を２６５０万円とするい

わゆる自己宛小切手が振り出され、これについては、Ｎ物件の売主の１人であるＯによ

る裏書がされ、同年７月４日、決済がされた（乙３８の１・４枚目、乙３８の２）。③

その一方で、Ａ社の預金口座からは、Ｎ物件の購入代金に相当する金額が出金された形

跡はなく（乙３４の２・４枚目）、④同社の平成１４年３月期から平成２０年３月期ま

での決算報告書（乙３５の１～７）を見ても、金融機関からの借入れを含め、同社にお

いて、Ｎ物件を購入するだけの資金を有していたことはうかがわれず、⑤さらに、同社

において、Ｎ物件や同社の所有する他の不動産に対し、Ｎ物件購入のために担保権を設

定したような事情もうかがわれない（乙３１の１・２、乙３６の１・２）。 

ｃ 以上のような事情を総合すると、Ａ社は、Ｎ物件の購入代金２８５０万円を亡乙から

借り受けたものと推認することができ、かかる２８５０万円の貸付金債権は、前記のよ

うな亡乙からの１億１８００万円の借入金（本件Ａ債権）の一部を構成するものという

べきである。 

ウ 本件Ｃ債権について 

(ｱ) 証拠（乙３９、乙４０・１及び２枚目、乙４１・３枚目）及び弁論の全趣旨によれば、

①Ｃ社が、Ｒから、Ｓ物件を代金２３５９万５０１５円で買い受け、平成１８年９月１５

日に上記代金のうち２００万円を、平成１９年１月５日に残金の２１５９万５０００円を、

それぞれ支払ったこと、②Ｃ社が、Ｒから、同日、Ｓ物件につき、同日売買を原因として

所有権移転登記を受けたことが認められる。 

(ｲ) ところで、Ｃ社の平成１９年３月期の総勘定元帳においては、同社が、丙から、平成

１８年９月９日、長期借入金として２１９５万円を借り入れた旨の帳簿処理がされるとと

もに、同月から平成１９年１月までの間において、この長期借入金以外に高額の現金収入
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は計上されていない（乙４０・１及び２枚目参照）。 

しかし、同人名義の預貯金等口座の入出金状況を見ても、同人には、平成１８年９月９

日ないしその前後において、同社に対して２１９５万円を貸し付けることができるだけの

預貯金の残高はなく、これらの口座から上記のような貸付けに見合った出金がされた形跡

もない（乙４３）上、本件において、その当時、丙が、他に上記の貸付けの原資に当てる

ことができるような資産を有していたことをうかがわせる事情は、何ら主張、立証されて

いない。これらの点からすれば、上記総勘定元帳の記載には疑義があるものといわざるを

得ない。 

(ｳ) 一方、①Ｔ銀行高円寺支店の亡乙名義の普通預金口座（口座番号     ）からは、

平成１８年９月１５日に２００万円が、平成１９年１月５日に２１５０万円が、それぞれ

出金されており（乙４７の１～５)、これらの出金状況は、前記(ｱ)①のようなＳ物件に係

る代金の支払状況と整合するものということができる。②また、平成１８年９月１５日及

び平成１９年１月５日の各日又はこれらの日の前後に、Ｃ社名義の預金口座等から、前記

(ｱ)①のようなＳ物件に係る代金の支払状況に見合った出金がされた形跡はない上（乙４

４）、③同社の平成１８年３月期～平成２０年３月期の決算報告書を見ても、上記当時、

同社において、Ｓ物件の購入に必要な自己資金を有していたものとはうかがわれず（乙４

５の１～３）、④同社において、Ｓ物件に対し、その購入のために担保権を設定したよう

な事情もうかがわれない（乙３９。なお、同社は、同物件以外に不動産を所有していない

〔乙４６参照〕。）。 

(ｴ) 以上に述べたところを総合すれば、Ｓ物件の購入代金２３５９万５０１５円のうち少

なくとも２３５０万円は、亡乙のＣ社に対する貸付金又は亡乙からの立替金により支払わ

れたものと推認することができる。すなわち、亡乙は、Ｃ社に対し、２３５０万円の貸金

債権又は立替金債権（本件Ｃ債権）を有していたものであり、前記(ｲ)のとおり同社の総

勘定元帳において、平成１８年９月９日に丙からの長期借入金として計上された２１９５

万円は、上記のような本件Ｃ債権を指すものであるということができる。 

(2) 本件各関係法人債権が亡乙の相続財産となっていたか否かについて 

ア 本件Ｂ債権について 

(ｱ) 原告は、別件訴訟における丙らの主張を引用して、Ｂ社は、平成１９年３月３１日、

丙からの１億８０００万円の借入れを原資として、本件Ｂ債権を返済した旨主張する。 

そして、同社の平成１９年３月期の総勘定元帳及び勘定科目内訳書においては、①○ア丙

が、同社に対し、平成１８年１２月２６日、１億８０００万円を貸し付け（丙貸付金）、○イ

同社が、Ａ社に対し、同日、１億３０００万円を貸し付けた旨の帳簿処理がされるととも

に（乙４８・１及び３枚目、乙４９・４、５及び１０枚目）、②Ｂ社が、平成１９年３月

３１日、平成１７年４月１日に亡乙から借り入れた２０００万円（乙１３・１及び７枚目。

本件Ｂ債権）及び丙貸付金のうち８００万円をそれぞれ返済した旨の帳簿処理がされた上、

Ａ社からの受取利息並びに亡乙及び丙に対する支払利息がそれぞれ計上されている（乙４

８・３～５枚目、乙４９・４、９及び１０枚目）。 

(ｲ) ところで、Ｂ社の平成１９年３月期の総勘定元帳には、同社が、同期において丙貸付

金以外の借入れをした旨の記載はなく（乙４８・３枚目）、また、同期の決算報告書に照

らせば、当時、同社において、丙貸付金以外に本件Ｂ債権２０００万円の返済をするだけ
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の資金を有していたものとは認め難いこと（乙５０の６）からすれば、同社が、前記(ｱ)

②のような同期の総勘定元帳の記載のとおり本件Ｂ債権２０００万円の返済をしたので

あれば、その原資は、丙貸付金以外には考え難いものというべきである。 

しかし、①丙は、本件相続税調査において、同人がＢ社及びＡ社に対して貸付金を有し

ていないことを認める供述をしていた上（乙５１・２枚目）、②丙には、平成１８年１２

月２６日当時、Ｂ社に対して１億８０００万円を貸し付けることができるだけの預貯金等

の残高があったものとは認め難く（乙４３）、その預貯金口座から１億８０００万円が出

金された形跡もない（乙５２）。③なお、丙は、別件訴訟において、Ｂ社における３０年

分の未払給与債権をもって丙貸付金としたとの趣旨をいうものと解される供述をするが

（甲６)、その供述自体、極めてあいまいなものに終始しているといわざるを得ないもの

である上、その供述を裏付ける客観的証拠も見当たらないこと（なお、本件自筆証書遺言

に係る遺言書〔乙４の１〕には、「丙給料５０万」との記載があるが、上記未払給与債権

を裏付けるものとは到底いい難いものというほかない。また、丙自身、同社において、そ

のような未払給与債権の存在を前提とする税務申告をしていないことを自認する供述を

している〔甲６〕）に照らし、丙の上記供述は、にわかには採用し難いものというほかな

い。 

そうすると、Ｂ社の帳簿に記載された丙貸付金の存在は、これを認めるに足りないもの

といわざるを得ず、したがって、前記のとおり丙貸付金を原資としたものというほかない

同社から亡乙への平成１９年３月３１日の２０００万円の返済の事実もまた認め難いも

のというべきである。したがって、Ｂ社が丙貸付金を原資として本件Ｂ債権を返済した旨

をいう原告の主張（別紙６「争点に関する当事者の主張の要点」第１の１(1)）は、採用

することができない。 

(ｳ) 以上に述べたところに加えて、①Ｂ社の代表社員であり本件共同相続人らの１人でも

ある丙が、本件相続税調査の際に本件Ｂ債権の存在を認める趣旨の供述をしていること

（乙５１）、②同社においても、平成１９年３月期分及び平成２０年３月期分の法人税に

つき、前記(ｲ)において述べたところに沿う内容の修正申告をしていること（乙６０の１・

２)、③前記(ｱ)及び(ｲ)において検討したところ以外に、本件相続の開始時点までの間に、

本件Ｂ債権が消滅したり、亡乙から第三者に譲渡されたりしたことを示す事情の主張、立

証はないことも併せ考慮すれば、本件Ｂ債権は、亡乙の相続財産となっていたものという

べきである。 

なお、本件相続において、本件Ｂ債権の価額は、その取得の時、すなわち本件相続の開

始時点の時価によって評価すべきものであるところ（相続税法２２条）、Ｂ社は、平成●

年●月●日の成立以降、毎事業年度とも一定以上の売上げを計上していたものであって、

その財務内容等にも照らせば、本件相続の開始時点において、同社につきいわゆる倒産手

続が開始されるような状況にはなく、また、本件Ｂ債権の回収が不可能又は著しく困難で

あると見込まれる状況にあったともいい難いから（乙５０の１～７)、本件相続の開始時

点における本件Ｂ債権の時価は、少なくともその元本の額と同額の２０００万円であるも

のと認めるのが相当である（評価通達２０４及び２０５参照）。 

イ 本件Ａ債権について 

(ｱ)ａ 原告は、別件訴訟における丙らの主張を引用して、Ａ社は、亡乙に対し、平成１９
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年３月３１日、次の(a)又は(b)の方法により、本件Ｂ債権を返済した旨主張する（別紙

６「争点に関する当事者の主張の要点」第１の１(2)ア）。 

(a) 亡乙が、Ｂ社に対し、亡乙貸付金債権合計１憶５１８０万円を譲渡し、同社がＡ

社に更にそれを譲渡した上で、同社がこの債権をもって本件Ｂ債権の代物弁済をした。 

(b) Ａ社は、Ｂ社から１億３０００万円を借り入れた上で、本件Ｂ債権を返済した。 

ｂ まず、前記ａ(a)の原告の主張については、別件訴訟における丙の供述（甲６）中に

は、これに沿うかのような部分もあるものの、その内容は、極めてあいまいなものに終

始しているものといわざるを得ない上、後記ｃのようなＡ社の総勘定元帳における帳簿

処理とも食い違っており、さらに、上記主張を裏付けるような客観的証拠も何ら提出さ

れていないことに照らし、採用することができない。 

ｃ 次に、前記ａ(b)の原告の主張について検討すると、確かに、Ａ社は、平成１９年３

月期の総勘定元帳において、同社が、①平成１８年１２月２６日、Ｂ社から１億３００

０万円を借り入れ、②平成１９年３月３１日、平成１８年３月期において亡乙から借り

入れた合計１億１８００万円（本件Ａ債権）を返済した旨の帳簿処理をしている（乙５

３・２枚目）。 

ところで、Ａ社の平成１９年３月期の総勘定元帳には、同社が、同期において、上記

①以外の高額の借入れをした旨の記載はなく（乙５３・２枚目）、また、同期の決算報

告書に照らせば、当時、同社において、上記①の借入金以外に本件Ａ債権を返済するだ

けの資金を有していたものとは認め難い（乙３５の６・２及び３枚目）。そして、前記

ア(ｲ)で述べたＢ社の資力等の状況に照らせば、同社がＡ社に対して上記①の貸付けを

したとすれば、その資金は丙貸付金以外には考え難いというべきところ、前記アのとお

り丙貸付金の存在はこれを認めるに足りないものというべきであるから、Ａ社の帳簿に

記載された上記①の借入れの事実も認め難いものというほかなく、上記②の返済の事実

もまた認めることができないものというべきである。したがって、前記ａ(b)の原告の

主張も、採用することができない。 

(ｲ) また、原告は、別件訴訟における丙らの主張を引用して、丙においては、Ａ社におい

て３０年間無報酬で働いており、未払の給与債権と本件Ａ債権とを相殺したなどとも主張

する（別紙６「争点に関する当事者の主張の要点」第１の１(2)イ②）が、別件訴訟にお

ける丙の供述（甲６）を見ても、上記のような相殺に言及した部分は見当たらない上、上

記のような未払の給与債権の存在を認めるに足りる客観的な証拠も全くないから、原告の

上記主張は、採用することができない。 

(ｳ) さらに、原告は、別件訴訟における丙らの主張を引用して、亡乙の死亡により、その

相続人の１人である原告には、亡乙のＡ社の無限責任社員としての責任も相続され、無限

責任社員としての債務も承継されるから、原告は、Ａ社に対し、本件Ａ債権に係る貸金請

求をすることはできないとも主張する（別紙６「争点に関する当事者の主張の要点」第１

の１(2)ウ）。 

しかし、会社法６０７条は、合資会社等の持分会社の社員が死亡した場合には退社する

旨規定し、その場合には、原則として、同法６１１条により、当該死亡した社員の持分は

払い戻されることになるのであって、相続人は、死亡した社員の持分払戻請求権を相続に

より承継するが、死亡した社員たる地位は、当然にはその相続人に相続承継されないもの
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というべきであり、本件においてこれに対する例外の場合に該当するというべき事情の存

在を認めるに足りる証拠はないから、原告の上記主張は、その前提において失当というべ

きである。 

(ｴ) 以上に述べたところに加えて、①Ａ社の代表社員であり本件共同相続人らの１人でも

ある丙が、本件相続税調査の際に本件Ａ債権の存在を認める趣旨の供述をしていること

（乙５１）、②同社においても、平成１９年３月期分及び平成２０年３月期の法人税につ

き、前記(ｱ)ｃにおいて述べたところに沿う内容の修正申告をしていること（乙５９の１・

２)、③前記(ｱ)～(ｳ)において検討したところ以外に、本件相続の開始時点までの間に、

本件Ａ債権が消滅したり、亡乙から第三者に譲渡されたりしたことを示す事情の主張、立

証はないことも併せ考慮すれば、本件Ａ債権は、亡乙の相続財産となっていたものという

べきである。 

なお、本件相続において、本件Ａ債権の価額は、その取得の時、すなわち本件相続の開

始時点の時価によって評価すべきものであるところ（相続税法２２条）、Ａ社は、平成●

年●月●日の成立以降、継続して営業をし、継続的に一定以上の売上げを計上しており、

その財務内容や、所有していた不動産に担保権を設定することなく経営が継続されていた

ことなども考慮すれば、本件相続の開始時点において、同社につきいわゆる倒産手続が開

始されるような状況にはなく、また、本件Ａ債権の回収が不可能又は著しく困難であると

見込まれる状況にあったともいい難いから（乙３１の１・２、乙３５の１～７、乙３６の

１・２）、本件相続の開始時点における本件Ａ債権の時価は、少なくともその元本の額と

同額の１億１８００万円であるものと認めるのが相当である（評価通達２０４及び２０５

参照） 

ウ 本件Ｃ債権について 

(ｱ) 原告は、別件訴訟における丙らの主張を引用して、Ｃ社は、丙からの２３００万円の

借入金を原資としてこれを返済した旨主張する。そして、Ｃ社は、平成１９年３月期の総

勘定元帳において、①丙が、同社に対し、平成１８年９月９日、Ｓ物件の取得資金として

２１９５万円を貸し付け、②丙が、同社に対し、平成１９年３月３１日、新たに２３００

万円を貸し付け、③同日、上記①の２１９５万円の借入金を返済したとする処理をしてい

る（乙４０・１～４枚目）。 

(ｲ) しかし、①前記(1)ウにおいて述べたとおり、Ｃ社のためにＳ物件の取得代金を出捐し

たのは亡乙であって、平成１９年３月期の同社の総勘定元帳に記載された前記(ｱ)①の丙

からの借入金は、架空のものであり、②そうである以上、この借入金についての前記(ｱ)

③の返済の事実も認め難いものというほかない（なお、丙には、同日当時、前記(ｱ)②の

ような貸付けをすることができるだけの預貯金の残高もなかった〔乙４３〕。）。したがっ

て、前記(ｱ)のような原告の主張は、採用することができない。 

(ｳ) 以上に述べたところに加えて、①Ｃ社の取締役であり本件共同相続人らの１人でもあ

る丙が、本件相続税調査の際に本件Ｃ債権の存在を認める趣旨の供述をしていること（乙

５１）、②同社においても、平成２０年３月期の法人税につき、前記(ｲ)において述べたと

ころに沿う内容の修正申告をしていること（乙５８）、③前記(ｱ)及び(ｲ)において検討し

たところ以外に、本件相続の開始時点までの間に、本件Ｃ債権が消滅したり、亡乙から第

三者に譲渡されたりしたことを示す事情の主張、立証はないことも併せ考慮すれば、本件
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Ｃ債権は、亡乙の相続財産となっていたものというべきである。 

なお、本件相続において、本件Ｃ債権の価額は、その取得の時、すなわち本件相続の開

始時点の時価によって評価すべきものであるところ（相続税法２２条）、Ｃ社は、平成●

年●月●日の成立後、本件相続が開始するまで一定以上の売上げを計上しており（乙４５

の１・２）、平成２０年３月期については、上記②の修正申告の結果、利益が出ているこ

と（乙４５の３・３枚目の損益計算書において当期純損失が１７６万３０００円とされて

いるところ、上記修正申告により、乙５８・２枚目の「売上計上もれ」欄の３８２万２０

００円が売上げに加算され、「支払利息の否認」欄の１１５万円が支払利息から減算され

ることになる結果、同期の損益については、利益が計上されることになる。）などからす

れば、本件相続の開始時点において、同社につきいわゆる倒産手続が開始されるような状

況にはなく、また、本件Ｃ債権の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる状況に

あったともいい難いから、本件相続の開始時点における本件Ｃ債権の時価は、少なくとも

その元本の額と同額の２３５０万円であるものと認めるのが相当である（評価通達２０４

及び２０５参照）。 

(3) 小括 

以上からすれば、本件各関係法人債権は、本件相続の開始当時において、いずれも亡乙の相

続財産となっていたものというべきである。 

２ 原告が亡乙から本件贈与を受けたか否か（争点２）について 

(1) 亡乙名義の預金口座から出金された金員が本件原告普通預金口座に入金されたこと 

後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、①平成１７年９月２１日午前１０時１１分、亡乙・

Ｍ口座から１５００万円が出金され（乙６１)、②同日午前１０時２６分、本件原告普通預金

口座にこれと同額の１５００万円が入金されたこと（乙６２）、③平成１８年３月２２日午前

１１時２３分、亡乙・Ｑ信用組合口座から１５００万円が出金され（乙６３）、④同日午後零

時１分、本件原告普通預金口座にこれと同額の１５００万円が入金されたこと（乙６４）、⑤

これらの取引当時、Ｕ銀行高円寺支店、Ｑ信用組合高円寺支店及びＴ銀行高円寺支店は、それ

ぞれ、徒歩でも数分で移動することができる場所に所在していたこと（乙９３）が認められ、

これらの事実に、⑥本件において、上記①及び③のとおり亡乙・Ｍ口座及び亡乙・Ｑ信用組合

口座から出金された金員が、上記②及び④の本件原告普通預金口座への入金以外に用いられた

ことをうかがわせるような事情は何ら見当たらないこと、⑦本件原告普通預金口座において、

平成１７年９月２１日から平成１８年４月１９日までの間に、上記②及び④の入金及び後記

(2)アの出金以外に大口の出入金があったような事情をうかがわせる証拠も見当たらないこと

を併せ考慮すれば、上記②及び④の本件原告普通預金口座への入金は、上記①及び③のとおり

亡乙・Ｍ口座及び亡乙・Ｑ信用組合口座から出金された金員を原資とするものであり、後記(2)

アの各出金がされる直前の本件原告普通預金口座の預金残高３０００万０６０２円（乙８０）

は、専ら上記②及び④の入金によるものであると認めるのが相当である（なお、原告は、被告

が乙６２及び乙６４を原告作成の文書として提出していることを前提としてその成立を否認

する旨の陳述をしたものと解されるが、被告はこれらの書証を原告作成の文書として提出して

いるものではないから〔被告平成２３年７月１５日付け証拠説明書、被告準備書面(4)第３の

３・３７頁〕、原告の上記陳述はその前提を欠くものというべきである。）。 

(2) 平成１８年４月１９日に本件原告普通預金口座から出金された金員の移動状況等 
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ア 本件原告普通預金口座からは、原告の提出に係る本件贈与税申告書（乙２）の「財産を取

得した年月日」と同日である平成１８年４月１９日、①２７００万円（出金時間・午前１１

時４７分。乙８１、乙９４〔いずれも原告の署名部分を除く。以下(2)において同じ。〕）及

び②３００万円（出金時間・午後零時４８分。乙８２、乙９５）がそれぞれ出金されている

ところ、これらの各出金は、原告がその当時居住していたとする国立市内（原告本人）に所

在するＴ銀行国立支店においてされたものである（甲１７の１～３、乙８０～乙８２、乙９

４、乙９５）。 

イ(ｱ) 原告は、平成１８年３月２７日、Ｖ証券に対してＶ証券申込書を提出して同社との取

引を始めたものであるところ（なお、原告は、同申込書の「ご住所」欄に、原告に係る本

人確認書類として用いられた自動車運転免許証に住所として記載されている東京都杉並

区を原告の住所として記載している。）、前記ア①の２７００万円の出金から２７分後の平

成１８年４月１９日午後零時１４分、Ｍ銀行国立駅前支店において、本人確認書類として

パスポートを用いて、自ら、依頼人を原告、受取人をＶ証券として、２７２０万円の振込

みをした（乙８３、乙８４、乙８９、乙９４、原告本人）。 

(ｲ) ところで、①Ｗ税理士を代理人と定める旨の税務代理権限証書（乙８７）及びＶ証券

申込書（乙８４）は原告が作成したものである（原告本人）ところ、これらの書面に顕出

されている原告の印章による印影と前記ア①の２７００万円の出金伝票（乙９４。なお、

これは、乙８１の原本についてのより鮮明な写しである。）に係る払戻請求印の印影とを

対照すると、極めて類似しているものと認められる。②また、平成１８年４月１９日当時、

Ｔ銀行国立支店及びＭ銀行国立駅前支店は、徒歩でも数分で移動できる程度の位置関係に

あったものである（乙９６）。 

ウ ①前記ア②の３００万円の出金は、前記イ(ｱ)のとおり原告自身がしたＶ証券宛ての振込

みの手続から３４分後の平成１８年４月１９日午後零時４８分に、Ｔ銀行国立支店において、

本件原告普通預金口座からの振替出金手続としてされたものであるところ（乙８２、乙９５

〔いずれも原告の署名部分を除く。以下(2)において同じ。〕。その際には、原告に係る本人

確認書類としてパスポートが用いられた〔乙８２、乙９５〕。）、②その４分後の同日午後零

時５２分にＴ銀行高円寺支店の本件原告定期預金口座へ同額が振替入金された（乙８５〔原

告の署名部分を除く。以下(2)において同じ。〕）。③そして、上記②の振替入金により形成さ

れた本件原告定期預金口座の３００万円の定期預金は、同年７月２６日に解約されたもので

あるが、その際には、原告に係る本人確認書類として自動車運転免許証が用いられたもので

あり（乙８８）、④上記③の上記②３００万円の払戻請求書（乙８２、乙９５）の払戻請求

印欄に顕出されている印影と、乙９４と同様、原告の作成に係る税務代理権限証書（乙８７）

及びＶ証券申込書（乙８４）に顕出されている原告の印章による印影とを対照すると、極め

て類似しているものと認められる。 

(3) 本件相続開始後の原告の行動 

①原告は、平成２１年３月２６日、原告が乙から平成１８年４月１９日に１９７３万１７０

５円の贈与（本件贈与）を受けた旨の本件贈与税申告書を提出したものであるところ（前提事

実(5)イ）、②原告は、本件決定処分についての異議申立て及び審査請求の手続や、本件訴えの

訴状においても、本件贈与を受けたことを否認する趣旨の主張はしていなかったものであって

（甲１、甲２、乙８、乙９、当裁判所に顕著な事実）、③本件において原告が本件贈与を受け
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たことを否認する旨の主張を始めたのは、本件訴えの提起から６か月以上が経過した後の平成

２３年７月４日に当裁判所にファクシミリを利用して提出された同日付け準備書面において

である上、その主張は、被告から、答弁書において、本件決定処分のうち本件贈与に係る財産

の価額を相続税の課税価格に加算している部分についても違法であるとして争う趣旨である

のかにつき釈明を求められたことを受けてされるに至ったものである（当裁判所に顕著な事

実）。 

(4) 原告の主張について 

ア 原告は、本件贈与税申告書を提出したのは、代理人であったＷ税理士から、どのみち相続

税がかかってくるのであり、贈与税を納めておけば、その分相続税額が減るので実際同じで

あるし、贈与を否認しても現時点では無理であるから、後に不服申立てをすると説得され、

また、税務署からは、本件相続税につき無申告なので財産を差し押さえると脅されたためで

あり、本件贈与を受けたことを認めたわけではないなどと主張し、原告の供述等（甲１５、

原告本人）にもこれに沿う部分がある。 

しかし、①税務の専門家であるＷ税理士が上記のような発言をすることや、原告が本件相

続に係る申告をしておらず、納税義務が確定していない状況下において税務署職員が上記の

ような発言をすることは、そもそもにわかには考え難い上、②前記(4)②及び③のような原

告の態度に照らしても、上記主張のような経過で本件相続税に係る申告がされたものとは認

め難いものというべきであって、原告の上記主張は、採用することができない。 

イ また、原告は、別件訴訟において、丙は、亡乙はいわゆる税金対策で会社の財産を自分の

財産としていた旨を主張しているところ、本件原告普通預金口座も、そのような目的で開設

され、金員の移転に用いられた可能性が高い旨主張するが、本件において、そのような事情

を認めるに足りる証拠はない。 

ウ その他、原告がるる主張するところも、前記(1)～(3)において述べたところに照らし、採

用することができない。 

(5) 小括 

以上に述べたところを総合すれば、本件原告普通預金口座からの前記(2)ア①及び②の各出

金は原告によってされたものと認められ（乙８１、乙８２、乙８５、乙９４及び乙９５の原告

作成部分も真正に成立したものというべきである。）、遅くとも平成１８年４月１９日までには、

原告が本件原告普通預金口座の管理及び運用の主体となり、そこから生ずる利益も原告に帰属

することとなっていたものというべきである。そうすると、前記(2)アの各出金がされる直前

の本件原告普通預金口座の預金残高３０００万０６０２円のうち少なくとも原告が本件贈与

税申告書において亡乙からの贈与として申告した額である１９７３万１７０５円については、

平成１８年４月１９日までに、原告が亡乙から贈与（本件贈与）を受けたものと認めるのが相

当である。 

３ 本件決定処分が本件公正証書遺言により本件相続に係る原告以外の相続人が取得した不動産

を原告の相続税につき課税対象としたことの誤りをいう原告の主張の当否（争点３）について 

相続税法においては、まず、同一の被相続人から相続により財産を取得した相続人について、

それぞれ、取得した財産の価額に関し、債務控除（同法１３条）及び相続開始前３年以内に贈与

があった場合の当該贈与により取得した財産の価額の相続税の課税価格への加算（同法１９条）

をして各相続人に係る相続税の課税価格を算出し、各課税価格を合計（別紙５「本件決定処分等
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の根拠等に関する被告の主張」第１の１(1)の４億２２２２万７０００円）した上で、各相続人

が法定相続分に応じて財産を取得したものとした場合におけるその各取得金額（同別紙第１の１

(2)イ）に、相続税の税率を乗じて得た金額を合計して相続税の総額（同別紙第１の１(2)ウの８

５８９万円）を算出し、その後、相続税の総額に対して、上記の課税価格の合計額に各相続人に

係る上記の課税価格の金額が占める割合（別表１順号２１）を乗じて、各相続人ごとの相続税額

を算出するとの仕組みがとられている（同法１６条、１７条参照）。すなわち、同法においては、

各相続人の相続税額を算出するには、各相続人に係る相続税の課税価格を合計する必要があり、

自ら取得していない財産の価額も算定しなくてはならない。そして、本件決定処分においては、

原告は本件公正証書遺言の対象とされた不動産を取得していないものとして、原告の納税すべき

相続税額が算出されているところである（別紙５の第１の１(1)イ、別表１順号１及び２の原告

欄参照）。なお、本件においては、未分割財産があるので、相続税法５５条に基づき各人に係る

相続税の課税価格が計算されることは、同別紙第１の１(1)における被告の主張のとおりである。 

争点３に関する原告の主張は、以上のような相続税法の仕組みに照らし、その前提を欠くもの

というほかなく、失当であることが明らかである。 

４ 本件決定処分が亡乙の死亡による保険金につき相続税法３条１項１号に規定する割合に相当

する部分の計算をしていないことの誤りをいう原告の主張の当否（争点４）について 

(1) 本件共同相続人らが取得することとなる保険金 

前提事実(3)ウのとおり、亡乙の死亡により、①原告は、本件Ｄ生命保険契約に係る保険金

の３３％である１６２４万０９８９円を取得し、②訴外相続人らは、本件Ｄ生命保険契約に係

る保険金の６６％及び本件Ｅ生命保険契約に係る保険金の合計額である６７２６万３７６２

円を取得したものである。 

(2) 相続税法３条１項１号により本件相続により取得したものとみなされる保険金 

前提事実(3)のとおり、本件Ｄ生命保険契約及び本件Ｅ生命保険契約のいずれについても、

亡乙の死亡の時までに払い込まれた保険料の全額を同人が負担していたものと認められるか

ら、相続税法３条１項１号の規定に基づき、上記各契約の保険金については、いずれも、その

全額が本件相続により取得したものとみなされることとなる。そうすると、原告及び訴外相続

人らが取得したものとされる上記保険金に係るみなし相続財産の価額は、合計８３５０万４７

５１円（①原告・１６２４万０９８９円、②訴外相続人ら・６７２６万３７６２円）となる。 

(3) 相続税法１２条１項５号ロの規定により非課税とされる金額 

本件相続においては、被相続人の相続税法１５条２項に規定する相続人の数は「３」である

から、保険金の非課税限度額は１５００万円（５００万円×３）となる（同法１２条１項５号）。

また、亡乙の全ての相続人（本件共同相続人ら）が本件相続により取得したものとみなされる

保険金の金額は、前記(2)のとおり８３５０万４７５１円であり、保険金の非課税限度額１５

００万円を超えるため、本件相続では、同法１２条１項５号ロの規定により算出した金額が非

課税として相続税の課税価格に算入されないこととなる。 

そうすると、本件共同相続人らが本件相続により取得したものとみなされる保険金のうち非

課税となる金額は、非課税限度額１５００万円に、保険金合計８３５０万４７５１円のうち原

告が取得した１６２４万０９８９円又は訴外相続人らが取得した６７２６万３７６２円の占

める割合を乗じてそれぞれ算出した各金額となり、①原告が２９１万７３７７円（１５００万

円×１６２４万０９８９円／８３５０万４７５１円）、②訴外相続人らが１２０８万２６２３
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円（１５００万円×６７２６万３７６２円／８３５０万４７５１円）となる。 

(4) 本件相続税の課税価格に算入される亡乙の保険金に係るみなし相続財産の価額 

以上のとおりであるから、本件相続税の課税価格に算入される亡乙の保険金に係るみなし相

続財産の価額は、①原告については、前記(2)①の１６２４万０９８９円から前記(3)①の非課

税金額２９１万７３７７円を控除した後の１３３２万３６１２円となり、②訴外相続人らにつ

いては、前記(2)②の６７２６万３７６２円から前記(3)②の１２０８万２６２３円を控除した

後の５５１８万１１３９円となり、本件において被告が主張するところ（別紙５「本件決定処

分等の根拠等に関する被告の主張」第１の１(1)ウ、別表１順号１０、別表１１順号１及び２）

と同額となる。したがって、争点４に係る原告の主張は、採用することができない。 

５ 原告が本件相続に係る相続税の申告をしなかったことにつき通則法６６条１項ただし書にい

う「正当な理由」があるか否か（争点５）について 

(1) 原告は、①亡乙とはほとんど交流がなく疎遠であり、丙についても憎悪を抱くに至ってい

たため全く交流がなく、丁についても、原告に対して本件相続に関することを全く知らせず、

法定の期間内に原告が相続税の申告をすることを妨害していたものであって、原告においては、

亡乙の遺産の内容を全く知らず、知り得る状況にもなかった、②原告においては、日頃、亡乙

から、「財産は全部長男に取られてしまって、残った財産はない。」と繰り返し聞かされており、

丙からも、亡乙の葬儀の際、「相続についてはこちらでやっているので何もやらなくていい。」

と言われていたのであって、本件相続税に係る申告をしなければならないなどとは考えもつか

なかったなどと主張し、原告の供述等（甲１５、原告本人）にもこれに沿う部分がある。 

(2) しかし、①前記(1)のような原告の主張及び供述等は、一方で亡乙とはほとんど交流がなく

疎遠であったとしながら、他方で亡乙から日頃繰り返しその財産に関わる話を聞いていたなど

とする点において、その整合性自体に疑問があるものといわざるを得ない上、②前記２におい

て述べたとおり、原告は、亡乙から２０００万円近い本件贈与を受けたものと認められること、

③平成１９年５月４日、丙から本件公正証書の存在を聞き、原告の知人である司法書士が同月

１０日に作成されたその謄本を取り寄せ、本件相続税に係る法定申告期限内である同月下旬に

はこれを入手してその内容を確認していたところ（甲４、乙５、乙６、原告本人）、本件公正

証書に記載された亡乙の遺産である不動産の評価額は、本件相続の遺産に係る基礎控除額８０

００万円（別表１順号１６の「合計額」欄の金額）を上回っていること（弁論の全趣旨。別表

１順号１及び２参照）、④原告の供述等（甲１５、原告本人）を見ても、原告において、本件

相続の開始後に、亡乙の相続財産について真しに調査を行ったものとは到底いい難いことに照

らせば、原告において、法定の申告期限内に本件相続税に係る申告をすることが期待できない

真にやむを得ない事情があったものとは認め難い。したがって、本件において、原告から期限

内申告書の提出がなかったことについて、通則法６６条１項ただし書にいう「正当な理由」が

あったものとはいえないものというべきである。 

６ 本件決定処分等の適法性について 

これまで述べたところ及び弁論の全趣旨によれば、本件決定処分等（平成２１年１０月２３日

付けの本件異議決定による一部取消し後のもの。）は、別紙５「本件決定処分等の根拠等に関す

る被告の主張」のとおり、いずれも適法なものと認められる。 

７ 結論 

以上の次第であって、原告の各請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとし、
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主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３部 

裁判長裁判官 八木 一洋 

   裁判官 田中 一彦 

裁判官塚原洋一は、転補のため、署名押印をすることができない。 

裁判長裁判官 八木 一洋 
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（別紙１) 

関 係 法 令 の 定 め 

 

１ 相続税法の定め 

(1) 相続税の納税義務者 

相続税法１条の３は、相続又は遺贈（贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以

下同じ。）により財産を取得した個人で当該財産を取得した時において同法の施行地に住所を有

するもの（同条１号）は、相続税を納める義務がある旨などを定めている。 

(2) 相続税の課税財産の範囲 

相続税法２条１項は、同法１条の３第１号等の規定に該当する者については、その者が相続又

は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する旨を定めている。 

(3) 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 

相続税法３条１項は、①次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者

が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす旨（前段）及び②この場

合において、その者が相続人（相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。同法１５条、

１６条、１９条の２第１項、１９条の３第１項、１９条の４第１項及び６３条の場合並びに「第

１５条第２項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。）であるときは当該財産を

相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により

取得したものとみなす（後段）旨を、それぞれ定めている。 

１号 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約（これに類する共済に係る契約

で政令で定めるものを含む。以下同じ。）の保険金（共済金を含む。以下同じ。）又は損害保

険契約（これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む。以下同じ。）の保険金（偶

然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。）を取得した場合においては、当該

保険金受取人（共済金受取人を含む。以下同じ。）について、当該保険金（相続税法３条１

項２号に掲げる給与及び同項５号又は６号に掲げる権利に該当するものを除く。）のうち被

相続人が負担した保険料（共済掛金を含む。以下同じ。）の金額の当該契約に係る保険料で

被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分 

その余の号（省略） 

(4) 相続税の課税価格 

相続税法１１条の２第１項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が同法１条の３第１号等

の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得し

た財産の価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする旨を定めている。 

(5) 非課税財産 

相続税法１２条１項は、同項各号に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない旨を

規定している。 

５号 相続人の取得した相続税法３条１項１号に掲げる保険金（同法１２条１項４号に掲げる

ものを除く。以下同項５号において同じ。）については、次のイ又はロに掲げる場合の区分

に応じ、次のイ又はロに定める金額に相当する部分 

イ 相続税法３条１項１号の被相続人の全ての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合

計額が５００万円に当該被相続人の同法１５条２項に規定する相続人の数を乗じて算出
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した金額（ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。）以下である場合 当該相続人

の取得した保険金の金額 

ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税

限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じ

て算出した金額 

その余の号 （省略） 

(6) 遺産に係る基礎控除 

ア 相続税法１５条１項は、相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続

又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格（同法１９条の規定の適用が

ある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。同法１６条から１８条

まで及び１９条の２において同じ。）の合計額から、５０００万円と１０００万円に当該被相

続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額（以下「遺産に係る基礎控除額」という。）を

控除する旨を定めている。 

イ 相続税法１５条２項は、同条１項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第５編第

２章（相続人）の規定による相続人の数（当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に

算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養

子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合に

おける相続人の数とする。）とする旨を定めている。 

１号 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が１人であ

る場合 １人 

２号 当該被相続人に実子がなく、養子の数が２人以上である場合 ２人 

(7) 相続税の総額 

相続税法１６条は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相

続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を当該

被相続人の同法１５条２項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法９００条（法定相続分）

及び９０１条（代襲相続人の相続分）の規定による相続分に応じて取得したものとした場合にお

けるその各取得金額（当該相続人が、１人である場合又はない場合には、当該控除した金額）に

つきそれぞれその金額を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に

掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする旨を定めている。 

１０００万円以下の金額 

１０００万円を超え３０００万円以下の金額 

３０００万円を超え５０００万円以下の金額 

５０００万円を超え１億円以下の金額 

１億円を超え３億円以下の金額 

３億円を超える金額 

１００分の１０ 

１００分の１５ 

１００分の２０ 

１００分の３０ 

１００分の４０ 

１００分の５０ 

(8) 各相続人等の相続税額 

相続税法１７条は、相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人か

ら相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由に

より財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得した全ての者に係る課税価格

の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする旨を定めている。 

(9) 相続開始前３年以内に贈与があった場合の相続税額 
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相続税法１９条１項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前３年以内に

当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者につ

いては、当該贈与により取得した財産（同法２１条の２第１項から第３項まで、２１条の３及び

２１条の４の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入され

るもの〔同法１９条２項に定める特定贈与財産を除く。〕に限る。以下、同条及び同法５１条２

項において同じ。）の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、同

法１５条から１８条までの規定を適用して算出した金額（当該贈与により取得した財産の取得に

つき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額〔同法２１条の

８の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算

税に相当する税額を除く。〕として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額）を

もって、その納付すべき相続税額とする旨を定めている。 

(10) 評価の原則 

相続税法２２条は、同法第３章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与によ

り取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除す

べき債務の金額は、その時の現況による旨を定めている。 

(11) 相続税の申告書 

相続税法２７条１項は、相続又は遺贈（当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財

産で同法２１条の９第３項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下同法２７条におい

て同じ。）により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相

続人からこれらの事由により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格（同法１９条又は

２１条の１４から２１条の１８までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の

課税価格とみなされた金額）の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その

者に係る相続税の課税価格（同法１９条又は２１条の１４から２１条の１８までの規定の適用が

ある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額）に係る同法１５条から

１９条まで、１９条の３から２０条の２まで及び２１条の１４から２１条の１８までの規定によ

る相続税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から１０月以内（その

者が通則法１１７条２項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施

行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日ま

で）に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署

長に提出しなければならない旨を定めている。 

２ 通則法の定め 

(1) 期限内申告 

①通則法１７条１項は、申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるとこ

ろにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない旨を定めており、

②同条２項は、同条１項の規定により提出する納税申告書を期限内申告書という旨を定めている。 

(2) 決定 

通則法２５条本文は、税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申

告書を提出しなかった場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決

定する旨を定めている。 

(3) 無申告加算税 
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通則法６６条１項は、①同項各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各

号に規定する申告、更正又は決定に基づき同法３５条２項（期限後申告等による納付）の規定に

より納付すべき税額に１００分の１５の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を

課するが（本文）、②期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められ

る場合は、この限りでない（ただし書）旨を定めている。 

１号 期限後申告書の提出又は通則法２５条の規定による決定があった場合 

２号 （省略） 

以 上 
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別紙２及び３並びに別表１から１４まで 省略 
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順
号

区　　　分 年　月　日 課 税 価 格 納付すべき税額 無申告加算税

1 決 定 処 分 等 平成21年5月29日 131,572,000 19,761,500 3,927,000

2 異 議 申 立 て 平成21年7月23日 59,094,018 503,200 0

3 異 議 決 定 平成21年10月23日 131,231,000 19,629,600 3,899,000

4 審 査 請 求 平成21年11月20日 59,094,018 503,200 0

5 裁 決 平成22年11月 5日

        て原告が求めている金額である。

（別紙４）　課税処分等の経緯　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

棄却

  （注１）順号１「決定処分等」欄及び順号３「異議決定」欄における課税価格は、1,000円未満の端数を切り捨て
        た後の金額である。

  （注２）納付すべき税額は、100円未満の端数を切り捨てた後の金額である。

  （注３）順号２「異議申立て」欄及び順号４「審査請求」欄の各金額は、それぞれ異議申立て及び審査請求におい
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（別紙５) 

本件決定処分等の根拠等に関する被告の主張 

 

第１ 本件決定処分の根拠及び適法性 

１ 本件決定処分の根拠 

被告が本件訴えにおいて主張する原告に係る本件相続税の課税価格及び納付すべき相続税の

額は、別表１「課税価格等の計算明細表」に記載したとおりであり、その計算根拠の詳細は、次

のとおりである。 

(1) 課税価格の合計額（別表１順号１５の「合計額」欄の金額） 

 ４億２２２２万７０００円 

上記金額は、本件共同相続人らに係る相続税の課税価格の合計額であり、それぞれ、下記ア

の未分割財産の各価額（別表１順号８の各人の金額）に、下記イの分割済財産の各価額（別表

１順号９の各人の金額）及び相続税法３条の規定に基づき本件共同相続人らが取得したものと

みなされる下記ウの財産の各価額（別表１順号１０の各人の金額）をそれぞれ加算した金額か

ら、本件共同相続人らが本件相続により亡乙から承継することとなる下記エの債務及び葬式費

用の各金額（別表１順号１２の各人の金額）を控除し、さらに、同法１９条の規定により下記

オの贈与財産の価額（別表１順号１４の「原告」欄の金額）を加算した金額につき、通則法１

１８条１項の規定により、本件共同相続人ら各人ごとに１０００円未満の端数を切り捨てた後

の以下の各金額（別表１順号１５の各人の金額）の合計額である。 

原告に係る相続税の課税価格                １億３１２３万１０００円 

訴外相続人らに係る相続税の課税価格          合計２憶９０９９万６０００円 

ア 未分割財産の価額(別表１順号８の「合計額」欄の金額） 

 ２億４８３９万５５４０円 

相続税法５５条は、相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分

割されていないときは、その分割されていない財産（未分割財産）については、各共同相続

人が原則として民法（第９０４条の２を除く。）の規定による相続分の割合に従って当該財

産を取得したものとしてその課税価格を計算する旨を規定しているところ、ここにいう「民

法（第９０４条の２を除く。）の規定による相続分」とは、民法９００条から９０３条まで

に規定する相続分をいう（相続税法基本通達〔昭和３４年１月２８日付け直資１０国税庁長

官通達。ただし、平成１９年５月２５日付け課資２－５・課審６－３による改正前のもの。

以下「基本通達」という。〕５５－１参照。乙１０）。すなわち、遺産の一部の分割がされ、

残余が未分割である場合には、各共同相続人は、他の共同相続人に対し、遺産全体に対する

自己の相続分に応じた価格相当分から、既に分割を受けた遺産の価格を控除した価格相当分

についてその権利を主張することができるものと解され、これを受けて、相続税法５５条は、

相続税の申告又は課税をする場合において、遺産の全部又は一部が分割されていないときは、

未分割の遺産について、上記の権利の主張をすることができる価格相当分の遺産を取得した

ものとして課税価格を計算するものとしている。 

本件相続においては、土地及び家屋・構築物（別表１順号１及び２）が分割済財産であり、

有価証券、現金・預貯金等、家庭用財産及びその他の財産(別表１順号３ないし６)が未分割

財産である。 
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そうすると、本件相続に係る未分割財産について本件共同相続人らの各課税価格の計算に

当たり本件共同相続人らがそれぞれ取得したものとして計算する未分割財産の価額は、○ア本

件相続により本体共同相続人らが取得する財産の価額の合計額３億４３３７万５１３３円

（別表１順号７の「評価額」欄の金額、別表２順号１の「合計額」欄の金額）に、民法９０

３条１項の特別受益の価額１９７３万１７０５円（別表１順号１４の「原告」欄の金額、別

表２順号２及び６の「原告」欄の金額。乙２の①の金額）を加算した金額３億６３１０万６

８３８円（別表２順号３の「合計額」欄の金額）を相続財産の金額とみなし、○イ当該金額に、

同法９００条４号に規定する本件共同相続人らの相続分の割合（別表１順号１８の各割合、

別表２順号４の各割合）を乗じて算出された各金額（別表２順号５の各人の金額）から、分

割済財産の価額（別表２順号７の金額）及び特別受益の額(別表２順号６の金額）を控除し

た後の各価額（別表２順号８の各人の金額）となる。そして、本件共同相続人ら各人ごとの

未分割財産の価額が未分割財産の価額の合計額に占める割合（別表２順号９の各人の割合）

を、未分割財産の評価額(別表１順号８「評価額」欄の金額）に乗じることによって算出し

たのが次の各金額（別表１順号８の各人欄）で、これの合計が、標記の未分割財産の価額２

億４８３９万５５４０円である（別表１順号８の「合計額」欄の金額）。なお、上記の取得

財産の価額の計算過程は、別表３ないし１３のとおりである。 

原告                          １億０１３０万３８９８円 

訴外相続人ら                      １億４７０９万１６４２円 

イ 分割財産の価額(別表１順号９の「合計額」欄の金額） 

 ９４９７万９５６４円 

上記の金額は、本件公正証書遺言及び本件自筆証書遺言に基づき本件各相続人に名義変更

された財産（別表１順号１及び２）の価額である（別表１順号９の「合計額」欄の金額）。 

原告                                    ０円 

訴外相続人ら                        ９４９７万９５６４円 

ウ みなし相続財産の価額（別表１順号１０の「合計額」欄の金額） 

 ６８５０万４７５１円 

上記の金額は、相続税法３条１項１号の規定により本件共同相続人らが本件相続により取

得したものとみなされる保険金の金額から同法１２条１項５号ロの規定により非課税とさ

れる金額を控除した後の金額である（別表１１順号１及び２）。 

     原告                            １３３２万３６１２円 

訴外相続人ら                        ５５１８万１１３９円 

エ 債務及び葬式費用の金額（別表１順号１２の「合計額」欄の金額） 

 ９３８万２７２７円 

上記の金額は、亡乙が負担すべき公租公課等の債務の金額及び亡乙の死亡に伴う葬式費用

の金額の合計額（別表１２順号７）であり、本件共同相続人らの各人が負担すべき金額は、

以下のとおり、民法９００条４号に規定する法定相続分を乗じた金額である（別表１順号１

２の各人欄。）。 

原告                             ３１２万７５７５円 

訴外相続人ら                         ６２５万５１５２円 

オ 原告の受贈財産の価額（別表１順号１４の「原告」欄の金額） 
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 １９７３万１７０５円 

上記の金額は、原告が亡乙から本件相続開始前３年以内に贈与を受けた財産（本件贈与に

係る財産）の金額であり、相続税法１９条１項の規定により、本件相続税の税額の計算にお

いて、課税価格に算入される金額である。これは、原告が立川税務署長に提出した本件贈与

税申告書（乙２）の①の金額と同額である（別表１順号１４「原告」欄）。 

(2) 納付すべき相続税額（別表１順号２４の「原告」欄の金額） 

 １９６２万９６００円 

上記の金額は、本件相続に係る原告の納付すべき相続税額であり、相続税法１５条ないし１

７条及び１９条１項の各規定に基づき、次のとおり計算した金額である。 

ア 課税遺産総額（別表１順号１７の「合計額」欄の金額） 

 ３億４２２２万７０００円 

上記の金額は、前記(1)における課税価格の合計額４億２２２２万７０００円から、相続税

法１５条の規定による遺産に係る基礎控除額を控除した金額である。遺産に係る基礎控除額は、

５０００万円と１０００万円に被相続人の法定相続人の数を乗じて得た金額の合計額である

ところ、亡乙の法定相続人の数は３人であるから、５０００万円＋１０００万円×３人＝８０

００万円となる（別表１順号１６の「合計額」欄の金額）。 

イ 法定相続分に応ずる取得金額（別表１順号１９の各金額） 

原告（法定相続分３分の１)                １億１４０７万５０００円 

訴外相続人ら（法定相続分各３分の１)           ２億２８１５万００００円 

上記の各金額は、相続税法１６条の規定により、上記アの金額に本件共同相続人ら各人の

法定相続分に相当する割合をそれぞれ乗じて算出した金額であり、基本通達１６－３（乙１

０）の定めにより、各人ごとに１０００円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 

ウ 相続税の総額（別表１順号２０「合計額」欄の金額） 

 ８５８９万００００円 

上記の金額は、前記イの各金額に、それぞれ相続税法１６条に定める税率を乗じて算出し

た金額（別表１順号２０の各人の金額）の合計額である。 

原告                            ２８６３万００００円 

訴外相続人ら                        ５７２６万００００円 

エ 原告の算出相続税額（別表１順号２２の「原告」欄の金額） 

 ２６６９万５１９１円 

上記の金額は、相続税法１７条の規定により、前記ウの金額に、前記(1)の原告の課税価

格が前記(1)の課税価格の合計額に占める割合（別表１順号２１の「原告」欄の割合）を乗

じて算出した金額である。 

オ 原告の税額控除額（別表１順号２３の「原告」欄の金額） 

 ７０６万５５００円 

上記の金額は、相続税法１９条１項の規定により、原告の納付すべき相続税額の計算上控

除する贈与税の金額であり、本件贈与に係る原告の平成１８年分の贈与税の納付税額と同額

である（乙２の⑬の金額）。 

カ 原告の納付すべき相続税額（別表１順号２４の「原告」欄の金額） 

 １９６２万９６００円 
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上記の金額は、前記エの原告の算出相続税額から、前記オの税額控除額を控除した後の金

額（ただし、通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）

である。 

２ 本件決定処分の適法性 

被告が本件訴えにおいて主張する本件相続に係る原告の納付すべき相続税額は、前記１(2)カ

のとおりであるところ、本件決定処分（ただし、本件異議決定により一部を取り消された後の本

件相続税に係る決定処分。以下本別紙において同じ。）における原告の納付すべき相続税額（甲

１の別紙・１４頁の表３「課税標準及び納付すべき税額の計算」の「申立人」欄の⑮「納付すべ

き相続税額」）は、これと同額であるから、本件決定処分は適法である。 

 

第２ 本件賦課決定処分の根拠及び適法性 

上記第１の２で述べたとおり、本件決定処分は適法であるところ、原告は、本件相続税の税額に

ついて、相続税法２７条１項の規定による法定申告期限までに申告しなかったものであり、また、

原告が法定申告期限までに相続税申告書の提出をしなかったことについて、通則法６６条１項ただ

し書に規定する「正当な理由」は見当たらない。 

したがって、原告には、通則法６６条１項１号及び２項の規定により、本件決定処分により納付

すべきこととなった税額（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの）

に１００分の１５の割合を乗じて計算した金額（納付すべき税額が５０万円を超える部分の税額に

ついては、当該税額に１００分の５の割合を乗じて計算した金額を加算した金額）に相当する無申

告加算税が課されることとなる。 

そこで、原告に課される無申告加算税の額は、別表１４に記載したとおり、３８９万９０００円

となるところ、本件賦課決定処分における原告の納付すべき無申告加算税の額（ただし、本件異議

決定により一部を取り消された後のもの。甲１別表の(3)「加算税」⑤○Ｂ欄の金額・３枚目）は、

これと同額であるから、本件賦課決定処分は適法である。 

以 上 
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（別紙６) 

争点に関する当事者の主張の要点 

 

第１ 本件各関係法人債権の存否（争点１）について 

１ 原告の主張の要点 

原告は、本件各関係法人に一切関与しておらず、本件各関係法人債権の存否についても全く知

らないところ、別件訴訟において、丙らは、以下のとおり、本件各関係法人債権の存在を否定す

る主張をしている。本件各関係法人が本件各関係法人債権の存在を否定している以上、その存在

を前提とする本件決定処分は違法である。 

(1) 本件Ｂ債権について 

丙らは、本件Ｂ債権の発生は認めているものの、Ｂ社は、平成１９年３月３１日、丙からの

１億８０００万円の借入れを原資としてこれを返済した旨主張している。 

(2) 本件Ａ債権について 

ア 丙らは、本件Ａ債権について、Ａ社が、亡乙に対し、平成１９年３月３１日に返済したと

主張している（甲７。①亡乙が、Ｂ社に対し、自己が有する債権額面合計１億５１８０万円

を譲渡し、さらに、同社がＡ社にそれを譲渡して、代物弁済をしたと主張するようであるが、

②Ｂ社から１億３０００万円の借入れをして返済したとも主張している。）。 

イ また、丙らは、①亡乙は会社と個人の資産を区別しておらず、亡乙個人の預貯金は、実質

上はＡ社の売上げからの預貯金であり、本件Ａ債権に係る貸付け自体が疑問であるとの主張

（甲８）や、②丙においては、Ａ社において３０年間無報酬で働いており、未払の給与債権

と本件Ａ債権とを相殺した（甲６）等の主張もしている。 

ウ さらに、丙らは、別件訴訟の控訴審において、亡乙の死亡により、その相続人の１人であ

る原告には、亡乙のＡ社の無限責任社員としての責任も相続され、無限責任社員としての債

務も承継されるから、原告は、Ａ社に対し、本件Ａ債権に係る請求をすることはできないと

も主張している。 

(3) 本件Ｃ債権について 

丙らは、本件Ｃ債権の発生は認めているが、Ｃ社は、丙からの２３００万円の借入金を原資

としてこれを返済した旨主張している。 

２ 被告の主張の要点 

(1) 本件各関係法人債権の発生過程及びその内訳 

亡乙は、個人として行っていた飲食店の経営、不動産の賃貸及び売却による収入並びに法人

の役員報酬により蓄積した資産を原資として、親族等に多額の金銭を貸し付けていた（これら

の貸付けに係る債権を総称して、以下「亡乙貸付金債権」という。）。本件相続の開始時点にお

ける本件各関係法人債権合計１億６１５０万円の内訳は、前提事実(6)のとおりであるところ、

これらの発生過程等は、以下のとおりである。 

ア 本件Ｂ債権について 

Ｂ社は、平成１７年４月１日、①亡乙から新たに２０００万円を借り受け、②これの一部

を従前からの亡乙に対する借入金１５２３万７０８５円の返済に充てた（乙１３・１及び７

枚目）。上記①の乙の同社に対する貸金債権が本件Ｂ債権であり、その内訳は、以下のとお

り、平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの事業年度（以下「平成１６年３月
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期」という。法人の事業年度については、以下同様に略称する。）末までに発生した亡乙の

同社に対する貸付金債権の残高１５２３万７０８５円（乙１３・７枚目、乙１４）と、平成

１７年４月１日に発生した亡乙の同社に対する貸付金債権４７６万２９１５円である。 

(ｱ) 平成１６年３月期末までに発生した亡乙のＢ社に対する貸付金債権１５２３万７０８

５円の発生過程及び内訳 

既に述べたとおり、Ｂ社においては、平成１６年３月期末までに、亡乙からの長期借入

金１５２３万７０８５円が発生しているところ、その残高は、以下の経過により生じたも

のである。 

ａ 平成１３年６月２８日のＢ社に対する亡乙からの貸付金（１５８１万５０００円） 

Ｂ社は、平成１３年６月２８日、亡乙から、１５８１万５０００円を借り入れた（乙

１５・１及び１７枚目）ところ、次の(a)～(d)に照らせば、その内訳は、①亡乙が亡乙

貸付金債権のうち９８０万円をＢ社に譲渡する際に、同債権の取得資金として亡乙が同

社に貸し付けた金額９８０万円と、②株式会社Ｆの株式（以下「Ｆ株式」という。）の

取得資金として亡乙が同社に貸し付けた金額６０１万５０００円である。 

(a) ①亡乙は、妹である戊（通称名・戊又は戊。以下「戊」という。乙１１の１）に

対して、２９００万円の貸付金債権を有していたところ、同債権は、○ア平成１３年４

月６日に４９０万円分がＡ社に対して同額で譲渡され、○イ次に、同年６月２８日に９

８０万円分がＢ社に対して同額で譲渡され、○ウ最後に、平成１８年１２月２６日に残

りの１４３０万円分が同社に対して５万円で譲渡された（乙１５・１及び１４枚目、

乙１７、乙１８・１、１８及び２１枚目）。すなわち、同社は、平成１３年６月２８

日、上記２９００万円の債権のうち９８０万円を、同額の代金で取得した。②また、

同社は、同日、亡乙からＦ株式３０００株を６０１万５０００円で購入した（乙１５・

１及び１５枚目、乙１９・４枚目）。これらの購入代金の合計額は、同日の亡乙の同

社に対する貸付金の額（１５８１万５０００円）と一致する。 

(b) Ｂ社は、平成１４年３月期が第１期であり、平成１３年６月２８日当時は設立後

間もないころで、前記(a)の購入代金１５８１万円余りの自己資金はなかった（乙１

９・１及び２枚目）。 

(c) 平成１４年ころから平成１９年３月期の決算までＢ社の関与税理士であったＧ税

理士（以下「Ｇ税理士」という。同税理士は、同時期においてＡ社の関与税理士でも

あった。）は、Ｂ社が受けた債権譲渡につき、同社には余裕資金がなかったので、代

金は貸借にしていた旨述べている（乙２０・２枚目）。 

(d) Ｂ社は、平成１３年６月２８日に亡乙に対する１５８１万５０００円の借入金を

計上しながら、同月において、戊に対する亡乙貸付金債権の取得及びＦ株式の取得以

外に、高額の現金支出をしていない（乙１５・１枚目「６月計」参照）。 

ｂ 平成１３年１２月２５日に亡乙がＢ社に貸し付けたＦ株式の取得資金（２６３万７０

００円） 

Ｂ社は、平成１３年１２月２５日、Ａ社からＦ株式３０００株を２６３万７０００円

で購入するとともに、その購入代金と同額の２６３万７０００円を亡乙から借り入れた

（乙１５・９、１５及び２０枚目、乙１８・１２、１３、１９及び２５枚目、乙１９・

６及び８枚目）ところ、前記ａ(b)のとおり、Ｂ社は、同日当時は設立後間もないころ
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で、Ｆ株式を取得するだけの余裕資金はなかったこと（乙１９・２枚目）からすると、

同社が同日に亡乙から借り入れた２６３万７０００円は、同日のＦ株式の購入資金であ

ったと認めることができる。 

ｃ 平成１４年１１月２５日に亡乙がＢ社に貸し付けた金額（１７０万円） 

Ｂ社は、平成１４年１１月２５日、亡乙から１７０万円を借り入れた（乙２１・１及

び２枚目）。 

     ｄ 平成１６年３月期末までのＢ社から亡乙に対する長期借入金の返済（合計４９１万４

９１５円） 

Ｂ社は、平成１４年３月期において、平成１３年６月２８日以降平成１４年３月３１

日まで、日々の売上げを長期借入金の返済に充てる帳簿処理を行い（乙１５・１～１３、

１７～２２枚目。なお、同期において、同社の長期借入先は亡乙のみである。）、合計４

９１万４９１５円（乙１９・８枚目）を亡乙に返済した旨の処理をしている（同期末に

おける長期借入残高は１３５３万７０８５円）。 

ｅ 小括 

以上のとおりであるから、亡乙がＢ社に対して有する平成１６年３月期末における貸

付金債権の残高は、少なくとも、前記ａ～ｃの金額の合計から前記ｄの金額を控除した

１５２３万７０８５円である。 

(ｲ) 平成１７年４月１日におけるＢ社に対する亡乙の貸付金債権４７６万２９１５円の発

生過程及び内訳 

既に述べたとおり、Ｂ社は、平成１７年４月１日、亡乙から新たに２０００万円を借

り受け、これの一部を従前からの亡乙に対する借入金１５２３万７０８５円（前記(ｱ)）

の返済に充てたものである。この２０００万円と借入金返済に係る１５２３万７０８５

円との差額４７６万２９１５円の内訳は、以下のとおりである。 

ａ 平成１７年４月１日に亡乙がＢ社に対し譲渡したＨ（以下「Ｈ」という。）に対する

亡乙貸付金債権の取得資金に係る貸付金（２５０万円） 

①亡乙は、○ア平成１５年１２月２日、Ｈに対し５００万円を貸し付け（乙２３）、○イ平

成１７年４月１日、Ｂ社に対し、上記○アの亡乙貸付金債権５００万円のうち２５０万円

分を同額で譲渡した（乙１３、乙２２・３枚目、乙２４・１枚目）ところ、②前記(ｱ)

ａ(c)のようなＧ税理士の供述、③同社が上記①○イの債権譲渡を受けた日と、亡乙に対

する２０００万円の長期借入金を計上した日が同日であること、④同社は、平成１７年

４月において、亡乙への長期借入金の返済を別として、上記①○イの債権及び後記ｂのＩ

（以下「Ｉ」という。）に対する亡乙貸付金債権の取得以外に、高額の現金支出をして

いないこと（乙１３・１枚目「４月計」参照）からすると、上記①○イの債権の取得資金

は、同社が亡乙から借り受けたものと認められる。 

ｂ 平成１７年４月１日に亡乙がＢ社に譲渡したＩに対する亡乙貸付金債権の取得資金

に係る貸付金（１００万円） 

①○ア平成１７年４月１日現在のＩに対する亡乙貸付金債権の残高は１３１万６４５

２円であり、Ｂ社は、上記債権を、亡乙から１００万円で取得し、これによって得た利

益３１万６４５２円を売上げに計上したこと（乙１３・１及び４枚目、乙２２・３枚目）、

○イまた、亡乙の預金通帳には、Ｉからの定期的な入金が記載されていること（乙１２の
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１・３～５及び９枚目)、○ウ同社が同日の前記ａ①○イの債権譲渡と全く同様の帳簿処理

をしていること（乙１３・１及び４枚目）を考慮すると、上記①○アの債権も、同日に、

亡乙から同社に対して譲渡されたものと認められる。そして、②前記(ｱ)ａ(c)のような

Ｇ税理士の供述、③同社が上記①の債権譲渡を受けた日と亡乙に対する２０００万円の

長期借入金を計上した日が同日であること、④同社は、平成１７年４月において、亡乙

への長期借入金の返済を別として、上記①の債権と前記ａ①○アのＨに対する亡乙貸付金

債権の取得以外に、高額の現金支出をしていないこと（乙１３・１枚目「４月計」参照）

からすると、上記①の債権の取得資金１００万円は、同社が亡乙から借り受けたものと

認められる。 

ｃ その他の貸付金（１２６万２９１５円） 

(ｳ) 小括 

以上のとおりであるから、本件Ｂ債権２０００万円は、亡乙に帰属するものとして、有

効に発生したものである。 

イ 本件Ａ債権について 

Ａ社は、平成１８年３月期において、①亡乙から新たに１億１８００万円を借り受け、②

これの一部を従前からの亡乙に対する借入金３７９３万７１１０円の返済に充てた（乙２

５・１０枚目）。上記①の亡乙の同社に対する貸金債権が、本件Ａ債権であり（なお、上記

総勘定元帳において平成１７年４月１日に１億１８００万円の長期借入金が計上されてい

るのは、平成１８年３月期において新たに生じた亡乙に対する借入金を、帳簿上、まとめて

同日に計上したものと解される。）、その内訳は、以下のとおり、平成１６年３月期末までに

発生した亡乙の同社に対する貸付金債権の残高３７９３万７１１０円（乙２６・７枚目、乙

２７の３・７及び８枚目）、平成１８年３月期における同社の不動産の取得資金計７８７０

万円（乙２５・５及び７枚目）に係る貸付金等である。 

(ｱ) 平成１６年３月期末までのＡ社に対する亡乙の貸付金債権３７９３万７１１０円の発

生経過及び内訳 

Ａ社において、平成１６年３月期末までに、亡乙からの長期借入金３７９３万７１１０

円が発生しているところ（乙２６・７枚目、乙２７の３・７及び８枚目）、その残高は、

以下の経過により生じたものである。 

ａ 平成１３年４月６日に亡乙がＡ社に譲渡した戊に対する亡乙貸付金の取得資金に係

る貸付金（４９０万円） 

①Ａ社は、平成１３年４月６日に、亡乙から４９０万円を借り入れたものであり（乙

１８・１枚目）、②また、前記ア(ｱ)ａ(a)①のとおり、同日、亡乙の戊に対する２９０

０万円の本件乙貸付金債権のうち４９０万円分が、同額の代金で、同社に対して譲渡さ

れたものである。そして、③前記ア(ｱ)ａ(c)のようなＧ税理士の供述、④同社は、平成

１３年４月、上記②の債権の取得以外に、高額の現金支出をしていないこと（乙１８・

１及び２枚目）、⑤同社が平成１４年３月期において余裕資金を有していたとは解し難

いこと（乙２７の１・２枚目参照）からすると、同社は、上記②の債権の取得資金とし

て、平成１３年４月６日、亡乙から４９０万円を借り入れたことが認められる。 

ｂ 平成１３年６月２８日に亡乙がＡ社に貸し付けたＦ株式の取得資金に係る貸付金（６

０１万５０００円） 
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①Ａ社は、亡乙から６０１万５０００円を借り入れたのと同日に、同額でＦ株式を購

入している（乙１８・４、１９及び２２枚目、乙２７の１・８枚目）ところ、②同社は、

平成１３年６月において、他に高額の現金支出をしていないこと（乙１８・３～５枚目）、

③同社が平成１４年３月期において余裕資金を有していたとは解し難いこと（乙２７の

１・２枚目参照）からすると、同社は、Ｆ株式の購入代金として、亡乙から６０１万５

０００円を借り入れたものと認められる。 

ｃ 平成１４年４月３日に亡乙がＡ社に譲渡したＪ（通称名・Ｊ。乙１１の２。以下「Ｊ」

という。）に対する亡乙貸付金債権の取得資金に係る貸付金（３０００万円） 

①亡乙は、同人の親戚とされるＪに対し、６０００万円の亡乙貸付金債権を有してい

たところ（乙１６の１・２）、○ア平成１４年４月３日、Ａ社に対し、上記債権のうち３

０００万円分を同額で譲渡するとともに、○イこれと同額の３０００万円を貸し付けたこ

と（乙２７の２・３、６及び７枚目、乙２８、乙２９・１及び３枚目）、②同社に、当

時、余裕資金があったとは解されないこと（乙２７の２・２枚目）、③前記ア(ｱ)ａ(c)

のようなＧ税理士の供述、④同社は、平成１４年４月３日前後において、上記①○アのと

おり債権を取得した以外に、多額の現金を支出していないこと（乙２９・１枚目）から

すると、同社が、上記①○アの債権の取得資金として、亡乙から３０００万円を借り入れ

たことが認められる。 

ｄ 平成１４年１０月３１日に亡乙がＡ社に貸し付けた金額(３００万円） 

Ａ社は、平成１４年１０月３１日、亡乙から３００万円を借り入れた（乙２７の２・

２枚目、乙２９・２及び５枚目）。 

ｅ 平成１５年９月１日に亡乙がＡ社に貸し付けた金額（４００万円） 

Ａ社は、平成１５年９月１日、亡乙から４００万円を借り入れた（乙２６・４及び７

枚目、乙２７の３・８枚目）。 

ｆ 平成１６年３月期末までのＡ社から亡乙に対する長期借入金の返済（９９７万７８９

０円） 

Ａ社は、亡乙に対する長期借入金については、①平成１４年３月期において、合計６

９７万７８９０円を返済し（乙１８・１～１８、１９、２１～２５枚目、乙２７の１・

８枚目）、②平成１６年３月期において、合計３００万円を返済した（乙２６・１、２、

５及び７枚目、乙２７の３・８枚目）。 

     ｇ 小括 

以上のとおりであるから、Ａ社の平成１６年３月期末における亡乙に対する長期借入

金残高は、少なくとも、前記ａ～ｅの金額の合計から前記ｆの金額を控除した３７９３

万７１１０円である。 

(ｲ) 平成１８年３月期における亡乙のＡ社に対する貸付金債権の発生過程及び内訳 

既に述べたとおり、Ａ社は、平成１８年３月期において、①亡乙から新たに１億１８０

０万円を借り受け、②これの一部を従前からの亡乙に対する借入金３７９３万７１１０円

の返済に充てたところ、上記①と②の差額８００６万２８９０円の内訳は、以下のとおり

である。 

ａ Ａ社名義により取得した東京都中野区所在の不動産の取得資金に係る貸付金（５０２

０万円） 
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(a) Ａ社（買主）は、株式会社Ｌ（売主。以下「Ｌ」という。）との間で、平成１７年

６月２５日、東京都中野区のマンション「Ｋ」の●●号室（以下「Ｋ物件」という。）

につき、代金を５０２０万円（同日に４８２万円を、Ｋ物件の引渡し日である同年７

月１１日までに残額４５３８万円を、それぞれ支払うものとされた。）と定めて売買

契約を締結した。 

(b) Ｋ物件の売買代金は、平成１７年７月８日、仲介業者を通じてＬに４８２万円が

支払われ、同月１１日、４３３８万円がＡ社名義によりＬ名義の普通預金口座に振り

込まれ（乙３２）、Ｋ物件につき、同日、同日売買を原因として、所有者をＡ社とす

る所有権保存登記がされた（乙３１の１・２）。 

(c) Ａ社の平成１８年３月期の総勘定元帳の現金勘定及び建物勘定には、前記(a)の売

買契約がされたことに符合する記載がされており（乙２５・２、３及び６枚目）、ま

た、同社の平成１８年３月期及び平成１９年３月期の「固定資産台帳、減価償却費明

細書」には、Ｋ物件が登載されている（乙３３の１及び２）。 

(d) 平成１７年６月２４日、Ｍ銀行高円寺支店の亡乙名義普通預金口座から４８２万

円が出金され、同年７月１１日に、同口座から４３３８万円が出金された（乙３４の

１・４枚目）。一方、Ａ社の預金口座からは、上記各金額が出金された形跡はなく（乙

３４の２・４枚目）、また、同社の決算報告書（乙３５の１～７)からは、金融機関か

らの借入れを含め、同社にＫ物件を購入するだけの資金は見当たらず、さらに、Ｋ物

件や同社の所有する他の不動産の登記事項証明書を見ても、Ｋ物件購入のために抵当

権が設定されたことを示す記載はない（乙３１の１・２、乙３６の１・２）。 

(e) 以上のことからすると、Ａ社においてＫ物件を購入した代金５０２０万円は、亡

乙から同社への貸付金（ないし亡乙による立替払）により支払われた、すなわち、同

社は、Ｋ物件の購入代金５０２０万円を亡乙から借りたものということができ、かか

る５０２０万円の貸付金債権は、上記①の亡乙からの１億１８００万円の借入金の一

部を構成するものである。 

ｂ Ａ社名義により取得した東京都豊島区所在の不動産の取得資金に係る貸付金（２８５

０万円） 

(a) Ａ社（買主）は、Ｏ及びＸ（売主。以下「Ｏら」という。）との間で、平成１７年

７月１日、東京都豊島区●●の土地及び同●●の店舗兼居宅（以下「Ｎ物件」という。）

につき、代金を２８５０万円と定めて売買契約を締結した（乙３７）。Ｎ物件につい

ては、同日、同日売買を原因として、ＯらからＡ社に対する所有権移転登記がされた

（乙３６の１及び２）。 

(b) Ａ社の平成１８年３月期の総勘定元帳の現金勘定及び土地勘定には、前記(a)の売

買契約がされたことに符合する記載がされており（乙２５・３及び８枚目）、また、

同社は、平成１９年３月期の「固定資産台帳、減価償却費明細書」にＮ物件を登載し

ている（乙３３の２「●●」）。なお、上記総勘定元帳に記載されている「㈱Ｐ」とは、

Ｎ物件の仲介業者であり、売主であるＯが代表者を務める法人である（乙３７・２枚

目）。 

(c) 平成１７年６月３０日に、Ｑ信用組合高円寺支店の亡乙名義普通預金口座から２

００万円が出金された（乙３８の１・２枚目）。また、同日、同口座から２６５０万
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円が出金され、同額の自己宛小切手が作成されたところ（乙３８の１・３及び４枚目）、

これについては、Ｎ物件の売主であるＯの裏書がされ、決済がされた（乙３８の２）。 

(d) 一方、Ａ社の銀行預金口座からは、Ｎ物件の購入代金相当額が出金された形跡は

なく（乙３４の２・４枚目）、また、同社の決算報告書（乙３５の１～７）からは、

金融機関からの借入れを含め、Ａ社にＮ物件を購入するだけの資金は見当たらない。

さらに、Ｎ物件や同社の所有する他の不動産の登記事項証明書を見ても、Ｎ物件購入

のために抵当権が設定されたことを示す記載はない（乙３１の１・２、乙３６の１・

２）。 

(e) 以上のことからすると、Ａ社においてＮ物件を購入した代金２８５０万円は、亡

乙から同社への貸付金（ないし亡乙による立替払）により支払われた、すなわち、同

社は、Ｎ物件の購入代金２８５０万円を亡乙から借りたものということができ、かか

る２８５０万円の貸付金債権は、上記①の亡乙からの１億１８００万円の借入金の一

部を構成するものである。 

ｃ その他の貸付金（１３６万２８９０円） 

(ｳ) 小括 

以上のとおりであるから、本件Ａ債権１億１８００万円は、亡乙に帰属するものとして、

有効に発生したものである。 

ウ 本件Ｃ債権について 

(ｱ) Ｃ社は、平成１９年１月５日、中野区の土地（以下「Ｓ物件」という。）につき、有限

会社Ｒ（以下「Ｒ」という。）から、同日売買を原因として所有権移転登記を受けたとこ

ろ（乙３９）、Ｃ社の平成１９年３月期の総勘定元帳の記載（乙４０・１及び２枚目）及

びＲの平成１９年８月期の損益計算書の記載（乙４１・３枚目）によれば、Ｃ社が、Ｒか

らＳ物件を代金２３５９万５０１５円で購入し、平成１８年９月１５日に２００万円を、

平成１９年１月５日に２１５９万５０００円を、それぞれ支払ったことが認められる。 

(ｲ) Ｃ社の平成１９年３月期の総勘定元帳においては、平成１８年９月９日に丙から長期

借入金として２１９５万円を借り入れたとする処理がされるとともに、同月から平成１９

年１月までの間、この長期借入金以外に高額の現金収入はないものとされている（乙４

０・１及び２枚目参照）が、同人名義の預貯金等口座の入出金状況から見る限り、同人に

は、この当時、同社に対して２１９５万円を貸し付けることができるだけの預貯金の残高

はなく、２１９５万円が出金された形跡もないから（乙４３）、同社が同人から借り受け

た金員によりＳ物件の代金を支払ったものということはできない。 

(ｳ) 一方、亡乙名義の預金口座からは、平成１８年９月１５日に２００万円が、平成１９

年１月５日に２１５０万円が、それぞれ出金されている（乙４７の１～５）。そして、平

成１８年９月１５日及び平成１９年１月５日の各日に、Ｃ社名義の預金口座等から、これ

らに見合う出金がされた形跡はなく（乙４４）、同社の決算報告書からは、同社にＳ物件

の購入に必要な２３５０万円程度の資金があったものとは見受けられない（乙４５の１～

３）。また、Ｓ物件の全部登録証明書を見ても、これを購入するために抵当権が設定され

たことを示す記載はない（乙３９。なお、同社は、同物件以外に不動産を所有していない

〔乙４６参照〕。）。 

(ｴ) 以上によれば、Ｓ物件の購入代金２３５９万５０１５円の大半である２３５０万円は、
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亡乙のＣ社に対する貸付金又は亡乙の立替金により支払われたものということができる。

すなわち、Ｃ社は、Ｓ物件の購入代金として、亡乙に対して２３５０万円の貸金返還債務

又は立替金返還債務を負っているものである。さらに、同社の総勘定元帳において、平成

１８年９月９日に丙からの長期借入金として計上された２１９５万円は、実際には、亡乙

からの借入金であったということができる。そうすると、亡乙は、Ｃ社に対し、２３５０

万円の立替金返還請求権又は貸金返還請求権（本件Ｃ債権）を有していることが認められ

る。 

(2) 本件各関係法人債権が相続開始時点において存在していたこと 

ア Ｂ社における架空経理 

本件Ｂ債権は、平成１７年４月１日に亡乙が貸し付けた２０００万円の貸付金債権である

（前記(1)ア）。 

(ｱ) Ｂ社は、平成１９年３月期の総勘定元帳等において、①丙が、同社に対し、平成１８

年１２月２６日、１億８０００万円を貸し付ける（便宜上、以下「丙貸付金」という。）

とともに、同社が、Ａ社に対し、同日、１億３０００万円を貸し付けた旨の帳簿処理をし

（乙４８・１及び３枚目、乙４９・４及び５枚目）、②また、Ｂ社が、平成１９年３月３

１日、平成１７年４月１日に亡乙から借り入れた２０００万円（乙１３・１及び７枚目。

本件Ｂ債権）及び丙貸付金のうち８００万円をそれぞれ返済した旨の処理をするとともに、

Ａ社からの受取利息並びに亡乙及び丙に対する支払利息をそれぞれ計上した（乙４８・３

～５枚目）。 

(ｲ) Ｂ社の平成１９年３月期の総勘定元帳によれば、同社は、同期において丙貸付金以外

の借入れをしておらず（乙４８・３枚目）、また、同社には、丙貸付金以外に２０００万

円の返済をするだけの資金はなかった（乙５０の６）。 

しかし、丙は、本件相続税に係る税務調査（以下「本件相続税調査」という。）におい

て、同人がＢ社及びＡ社に対して貸付金を有していないことを認めている（乙５１・２枚

目）上、丙には、平成１８年１２月２６日当時、Ｂ社に対して１億８０００万円を貸し付

けることができるだけの預貯金等の残高はなく（乙４３)、１億８０００万円が出金され

た形跡もない（乙５２）。そうすると、Ｂ社の帳簿に記載された丙貸付金は架空のもので

あり、丙貸付金を原資としたＢ社から亡乙への平成１９年３月３１日の２０００万円の返

済もまた架空のものである。 

(ｳ) したがって、本件Ｂ債権は、本件相続の開始時点において存在していたものである。 

イ Ａ社における架空経理 

本件Ａ債権は、平成１８年３月期において亡乙が貸し付けた１億１８００万円の貸付金債

権である（前記(1)イ）。 

(ｱ) Ａ社は、平成１９年３月期の総勘定元帳において、同社が、①平成１８年１２月２６

日、Ｂ社から１億３０００万円を借り入れ、②平成１９年３月３１日、平成１８年３月期

において亡乙から借り入れた計１億１８００万円（本件Ａ債権）を返済した旨の処理をし

ている（乙５３・２枚目）。 

(ｲ) Ａ社の平成１９年３月期の総勘定元帳によれば、同社は、同期において、前記(ｱ)①以

外の高額の借入れをしておらず（乙５３・２枚目）、また、同社には、前記(ｱ)①の借入金

以外に本件Ａ債権を返済するだけの資金はなかった（乙３５の６・２及び３枚目）。そし
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て、前記ア(ｲ)で述べたＢ社の経済状況に照らせば、同社が前記(ｱ)①の貸付けをしたとす

れば、その資金は丙貸付金以外にないというべきところ、前記アのとおり丙貸付金は架空

のものであるから、Ａ社の帳簿に記載された前記(ｱ)①の借入れは架空のものであり、前

記(ｱ)②の返済の事実もまた認めることができない。 

(ｳ) したがって、本件Ａ債権は、本件相続の開始時点において存在していたものである。 

ウ Ｃ社における架空経理 

本件Ｃ債権は、Ｃ社のＳ物件の取得に当たって亡乙が貸し付け、又は立替払をしたことに

基づく２３５０万円の貸金返還請求権ないし立替金返還請求権である（前記(1)ウ）。 

(ｱ) 前記(1)ウにおいて述べたとおり、Ｃ社は、平成１９年３月期に同社名義でＳ物件を取

得するに当たり、丙が２１９５万円を貸し付け、それを原資として当該不動産を取得した

かのような帳簿処理をしているが、Ｓ物件の取得代金を出捐したのは亡乙であるから、上

記の帳簿処理は、架空経理に当たる。 

(ｲ) Ｃ社は、平成１９年３月期の総勘定元帳において、①丙が、同社に対し、平成１９年

３月３１日、新たに２３００万円を貸し付け、②同日、前記(ｱ)の２１９５万円の借入金

を返済したとする処理をしている（乙４０・３及び４枚目）。しかし、前記(ｱ)において述

べたとおり、上記②の借入金は存在していないから、これに係る返済も認められない（な

お、丙には、同日当時、上記①の貸付けをすることができるだけの預貯金の残高はなかっ

た。乙４３参照）。また、同社において、亡乙に対し、Ｓ物件取得に係る２３５０万円の

債務を返済した事実もない。 

(ｳ) したがって、本件Ｃ債権は、本件相続の開始時点において存在していたものである。 

(3) 本件各関係法人債権が本件相続の開始時において回収不可能でなかったこと 

ア 相続税の計算における貸付金債権の評価に関し、①財産評価基本通達（昭和３９年４月２

５日付け直資５６・直審(資)１７国税庁長官通達。乙５４。以下「評価通達」という。）２

０４は、貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類する

もの（貸付金債権等）の価額は、元本の価額と利息の価額との合計額によって評価するもの

とし、その元本の価額は「その返済されるべき金額」とし、その利息の価額は「課税時期現

在の既経過利息として支払を受けるべき金額」とする旨を定めており、②同通達２０５は、

貸付金債権等の評価を行う場合、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において債務者

について会社更生手続の開始の決定があったときなどの事由に該当するとき、その他その回

収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額

に算入しない旨を定めている。 

イ 以下のような本件各関係法人の経営状態に照らせば、本件各関係法人債権は、本件相続の

開始時点において回収不可能な債権ではなかった。 

(ｱ) Ｂ社は、平成●年●月●日の設立以降、毎事業年度とも一定以上の売上げを計上して

おり（乙５０の１～７）、純損益が損失となった平成１５年３月期及び平成１９年３月期

の各事業年度の場合も、その原因は、平成１５年３月期については役員報酬及び給与手当

であり（乙５０の２参照）、平成１９年３月期については当期純損失金額も小さく、その

原因も亡乙からの借入金に対応する支払利息（支払手数料）であることからすれば（乙５

０の６参照）、本件相続の開始時点において、会社更生手続の開始の決定等が行われるよ

うな状況にはなく、また、本件Ｂ債権の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる



39 

状況にあったとはいえない。 

(ｲ) Ａ社は、平成●年●月●日の設立以降、各期の純損益について損失の年の方が多いも

のの、その原因は、販売費及び一般管理費のうちの支払手数料及び賃借料であって（乙３

５の１～７）、そのうち、支払手数料については、亡乙や本件各関係法人との間の長期借

入金に対する支払利子である上、同社は、所有していた不動産に担保を設定することもな

く経営を継続していた（乙３１の１・２、乙３６の１・２）。なお、平成２０年３月期及

び平成１９年３月期の決算報告書（乙３５の６・７）には、同社に対する法人税調査の結

果は反映されておらず、その結果が反映されると、平成１９年３月期については損失が減

り、平成２０年３月期については利益が増えることとなる。 

同社は、設立から継続して営業をし、一定以上の売上げが継続的に発生していることな

どからして、本件相続の開始時点において、会社更生手続の開始の決定等が行われるよう

な状況にはなく、また、本件Ａ債権の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる状

況にあるとはいえない。 

(ｳ) Ｃ社は、平成●年●月●日の設立後、本件相続が開始するまで一定以上の売上げを計

上しており（乙４５の１・２）、平成２０年３月期については、乙５８に係る修正申告の

結果、利益が出ていること（乙５８・２枚目の「売上計上もれ」の３８２万２０００円が

売上げに加算され、「支払利息の否認」の１１５万円が支払利息から減算されることによ

り、乙４５の３・３枚目の損益計算書において当期純損失が１７６万３０００円であった

のが、利益が出ることになる。）、経営状態は良好といえるから、本件相続の開始時点にお

いて、会社更生手続の開始の決定等が行われるような状況にはなく、本件Ｃ債権の回収が

不可能又は著しく困難であると見込まれる状況にもない。 

ウ 以上のとおり、本件相続の開始時点における本件各関係法人の経営状態からは、本件貸付

金は回収が不可能又は著しく困難である債権とはいえず、本件各関係法人債権については、

評価通達２０４により評価した価額に基づいて、本件相続に係る相続税の計算を行うことと

なる。 

(4) 小括 

これまで述べたところに加えて、丙及び同人を代表社員又は取締役とする本件各関係法人に

おいて、いずれも本件各関係法人債権の存在を認めた上で、いずれも修正申告に応じているこ

と（甲２、乙５１、乙５８、乙５９の１・２、乙６０の１・２）からすれば、本件各関係法人

債権は、いずれも亡乙の相続財産に含まれるべきものである。 

(5) 原告の主張について 

ア 別件訴訟は、原告が、亡乙から本件各関係法人債権を相続したと主張して、丙らに対して

その支払を求めるものであるところ、本件における主たる争点が本件各関係法人債権の存否

であることからすれば、原告は、別件訴訟において本件各関係法人債権の存在を主張立証し

て請求認容判決を得ながら、本件訴えにおいて別件訴訟における反対当事者の主張を援用し、

本件各関係法人債権の発生を否定し、あるいは、その消滅を主張しているもので、かかる原

告の態度は、実質的な争点を同じにする両事件において、同時に明らかに相反する主張をす

るものであるから、本件における原告の主張は、訴訟上の信義則ないし禁反言の法理に照ら

し到底許されるべきものではない。 

イ 本件各関係法人債権の発生を否定し、又はその消滅をいう原告の主張に理由がないことは、
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これまでに述べたところ等に照らし、明らかというべきである。 

ウ 原告は、Ａ社の無限責任社員であった亡乙の地位が、同人の死亡により相続人である原告

に承継されたとも主張するが、①会社法６０７条は、合資会社等の持分会社の社員が死亡し

た場合には退社する旨規定し、その場合には、原則として、同法６１１条により、当該死亡

した社員の持分は払い戻されることになるのであって、相続人は、死亡した社員の持分払戻

請求権を相続により承継するが、死亡した社員たる地位は、当然にはその相続人に相続承継

されない。②また、仮に、Ａ社の無限責任社員である亡乙の地位が原告に相続承継されたと

しても、○ア原告が本件Ａ債権につき支払を請求することはできない、又はその額が減額され

るとする根拠は全く不明である上、○イ同法５８０条１項に規定する社員の責任は二次的又は

補充的なものであり、○ウ本件相続開始時のＡ社の経営状況等からして、社員が当該責任を具

体的に追求されるような状況にはなかった。したがって、原告の上記主張もまた失当である。 

第２ 原告が亡乙から本件贈与を受けたか否か（争点２）について 

１ 原告の主張の要点 

(1) 原告が亡乙から本件贈与を受けたことはない。原告が前提事実(5)イのとおり亡乙から本件

贈与を受けた旨を記載した本件贈与税申告書を提出したことは事実であるが、これは、原告の

代理人であったＷ税理士（以下「Ｗ税理士」という。）から、どのみち相続税がかかってくる

のであり、贈与税を納めておけば、その分相続税額が減るので実際同じであるし、贈与を否認

しても現時点では無理であるから、後に不服申立てをすると説得され、また、税務署からは、

本件相続税につき無申告なので財産を差し押さえると脅され、当時派遣社員であった原告は、

たびたび呼び出されると、給与が減ったり、仕事の更新ができない状態になったりする可能性

があった上、猶予期間もなかったことから、やむなく申告をしたものであって、本件贈与を受

けたことを認めたわけではない。 

(2) 被告は、①平成１７年９月２１日、Ｍ銀行高円寺支店の亡乙名義の普通預金口座（口座番

号     。以下「亡乙・Ｍ口座」という。）から１５００万円が出金されるとともに、同

金員がＴ銀行高円寺支店の原告名義の普通預金口座（口座番号     。以下「本件原告普

通預金口座」という。）に入金され、②平成１８年３月２２日、Ｑ信用組合高円寺支店の亡乙

名義の普通預金口座（口座番号     。以下「亡乙・Ｑ信用組合口座」という。）から１

５００万円が出金され、同金員が本件原告普通預金口座に入金された旨主張する。 

しかし、原告は、亡乙名義の上記各口座のことを全く知らず、これらの口座からの出金につ

いても知らない。また、本件原告普通預金口座は、何者かが勝手に開設したものであり、原告

は、その開設に関与しておらず、その存在さえ知らなかったものであって、原告が上記の各金

員の贈与を受けたことはない。上記①及び②の本件原告普通預金口座への入金に係る伝票（乙

６２、乙６４）並びに平成１８年４月１９日付けの本件原告普通預金口座に係る出入金伝票（乙

８１、乙８５）中の原告名義の署名は、いずれも原告によるものではない。別件訴訟において、

丙は、亡乙はいわゆる税金対策で会社の財産を自分の財産としていた旨を主張しているところ、

本件原告普通預金口座も、そのような目的で開設され、金員の移転に用いられた可能性が高い。 

２ 被告の主張の要点 

(1) 本件原告普通預金口座の預金残高の原資 

①平成１７年９月２１日午前１０時１１分、亡乙・Ｍ口座から１５００万円が出金され（乙

６１）、同日午前１０時２６分、本件原告普通預金口座に１５００万円が入金されたこと（乙
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６２）、②平成１８年３月２２日午前１１時２３分、亡乙・Ｑ信用組合口座から１５００万円

が出金され（乙６３）、同日午後零時１分、本件原告普通預金口座に１５００万円が入金され

たこと（乙６４）、③これらの取引当時、Ｕ銀行高円寺支店、Ｑ信用組合高円寺支店及びＴ銀

行高円寺支店間は、徒歩でも数分で移動できる位置関係にあったこと（乙９３）からすれば、

上記①及び②の本件原告普通預金口座への入金は、亡乙・Ｍ口座及び亡乙・Ｑ信用組合口座の

各普通預金を原資とするものであり、平成１８年４月１９日に後記イの各出金がされる直前の

本件原告普通預金口座の預金残高３０００万０６０２円（乙８０）は、主としてこれらの入金

により形成されたものというべきである。 

(2) 本件原告普通預金口座に係る平成１８年４月１９日の取引 

ア 本件原告普通預金口座からは、平成１８年４月１９日（本件贈与税申告書〔乙２〕の「財

産を取得した年月日」と同日）、①２７００万円（出金時間・午前１１時４７分。乙８１、

乙９４）及び②３００万円（出金時間・午後零時４８分。乙８２、乙９５）がそれぞれ出金

されている。そして、原告は、平成１８年４月当時は、東京都国立市に居住していたと述べ

ているところ（原告本人）、上記①及び②に係る各出金は、Ｔ銀行国立支店（店番号●●●）

において行われたものである（甲１７の１～３、乙８０～乙８２、乙９４、乙９５）。 

イ 前記ア①の２７００万円の出金から２７分後の平成１８年４月１９日午後零時１４分、Ｍ

銀行国立駅前支店において、依頼人を原告、受取人をＶ証券株式会社（以下「Ｖ証券」とい

う。）として、２７２０万円の振込みがされところ（乙８３）、その際、原告に係る本人確認

書類としてパスポートが用いられた（乙８９）。 

そして、原告は、○アこの振込みに係る振込依頼書及び送金先のＶ証券の原告名義口座の総

合取引申込書（以下「Ｖ証券申込書」という。乙８４）を自らが書いたこと、○イ原告がＶ証

券との取引をしていること及び○ウ前記ア①の２７２０万円の振込みを自ら行ったことを認

めている（原告本人）。 

また、前記ア①の２７００万円の出金伝票（乙９４）に係る払戻請求印の印影は、原告に

おいて自己が記載したものであることを認めた（原告本人）税務代理権限証書（乙８７）及

びＶ証券申込書（乙８４）に押印されている原告の印影と酷似している。 

さらに、当時、Ｔ銀行国立支店及びＭ銀行国立駅前支店は、徒歩でも数分で移動できる位

置関係にあった（乙９６）。 

ウ 前記ア②の３００万円の出金は、原告において自ら行ったことを認めている前記イのＶ証

券宛ての振込手続から３４分後の平成１８年４月１９日午後零時４８分、Ｔ銀行国立支店に

おいて、本件原告普通預金口座からの振替出金手続としてされたものであり（乙８２、乙９

５。その際には、原告に係る本人確認書類としてパスポートが用いられた。）、同日午後零時

５２分にＴ銀行高円寺支店の原告名義の定期預金口座（口座番号     。以下「本件原

告定期預金口座」という。）へ同額が振替入金された（乙８５）。 

また、同日午後零時５２分に３００万円が振替入金されたことにより形成された本件原告

定期預金口座の定期預金は、同年７月２６日に解約されたが、その際には、原告に係る本人

確認書類として自動車運転免許証が用いられた（乙８８）。 

加えて、前記ア②の３００万円の払戻請求書（乙９５）に係る払戻請求印の印影は、乙９

４と同様、税務代理権限証書（乙８７）及びＶ証券申込書（乙８４）に押印されている原告

の印影と酷似している。 
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(3) まとめ 

以上の事実を総合すれば、本件原告普通預金口座については、遅くとも平成１８年４月１９

日には、その管理運用の主体ないしその利益の帰属主体が亡乙から原告に変更されていたこと

は明らかである。したがって、原告が本件贈与税申告書に記載したとおり、本件原告普通預金

口座に係る平成１８年４月１９日の各出金前の預金残高３０００万０６０２円のうち、少なく

とも原告において亡乙に対して有していたとする貸付金の返済額に相当する金額１０２６万

８８９７円を控除した後の１９７３万１７０５円については、同日、原告が亡乙から贈与（本

件贈与）を受けたものというべきである。 

第３ 本件決定処分が本件公正証書遺言により本件相続に係る原告以外の相続人が取得した不動産

を原告の相続税につき課税対象としたことの誤りをいう原告の主張の当否（争点３）について 

１ 原告の主張の要点 

亡乙の不動産については、本件公正証書遺言に基づき、全て本件相続に係る原告以外の相続人

が取得し、所有権移転登記手続もされているのであって、原告は、亡乙の不動産を一切取得して

いない。したがって、本件決定処分が、これらの不動産を原告の相続税において課税対象に入れ

たのは違法である。 

２ 被告の主張の要点 

本件相続税の計算過程は、別紙５「本件決定処分等の根拠等に関する被告の主張」第１の１の

とおりであるところ、相続税法は、まず、同一の被相続人から相続財産を取得した者について、

それぞれ、取得財産の価額について、債務控除（同法１３条）及び相続開始前３年以内の贈与加

算（同法１９条）をして各相続人の課税価格を算出し、各課税価格を合計（同別紙第１の１(1)

の４億２２２２万７０００円）した上で法定相続分に応じて財産を取得したものとした金額（同

別紙第１の１(2)イ）に、相続税の税率を乗じて得た金額を合計して相続税の総額（同別紙第１

の１(2)ウの８５８９万円）を算出し、その後、相続税の総額に対して、課税価格の合計額に各

相続人ごとの課税価格の金額が占める割合（別表１順号２１）を乗じて、各相続人ごとの相続税

の額を算出する仕組みとなっている。すなわち、同法においては、各相続人の相続税額を算出す

るには、各相続人の課税価格を合計する必要があり、自ら取得していない相続財産の価額も算定

しなくてはならない。そして、本件決定処分においては、原告は本件公正証書遺言の対象とされ

た不動産を取得していないものとして、原告の納税すべき相続税額を算出しているのである（別

紙５の第１の１(1）イ、別表１順号１、２の原告欄参照）。なお、本件においては、未分割財産

があるので、相続税法５５条に基づき各人の課税価格が計算されることは、同別紙第１の１(1)

において述べたとおりである（仮に、本件相続について分割が完了し、原告が当該分割により取

得した財産に係る課税価格が、本件決定処分において計算された課税価格と異なることとなった

場合には、同法３２条１号に基づき更正の請求をすることができる。）。 

前記アの原告の主張は、相続税法の仕組みを理解しないものであり、失当である。 

第４ 本件決定処分が亡乙の死亡による保険金につき相続税法３条１項１号に規定する割合に相当

する部分の計算をしていないことの誤りをいう原告の主張の当否（争点４）について 

１ 原告の主張の要点 

本件決定処分は、相続税法３条１項１号にいう「当該保険金受取人…について、当該保険金…

のうち被相続人が負担した保険料…の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時まで

に払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分」を計算することなく、本件Ｄ生命保険
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契約に係る生命保険金４９２１万５１１９円の全額を本件相続により取得したものとしており、

明らかに違法である。 

２ 被告の主張の要点 

本件相続税の課税価格に算入されるみなし相続財産の価額は、別紙５「本件決定処分等の根拠

等に関する被告の主張」第１の１(1)ウのとおりであるところ、その金額は、以下のとおり算出

したものである。したがって、本件決定処分は、死亡保険金を相続税法の規定に基づいて計算し

た上、本件相続税の課税価格に算入したものである。 

(1) 本件共同相続人らが取得することとなる死亡保険金 

前提事実(3)ウのとおり、亡乙の死亡により、①原告は、本件Ｄ生命保険契約に係る死亡保

険金の３３％である１６２４万０９８９円を取得し、②訴外相続人らは、本件Ｄ生命保険契約

に係る死亡保険金の６６％及び本件Ｅ生命保険契約に係る死亡保険金の合計額である６７２

６万３７６２円を取得した。 

(2) 相続税法３条１項１号により本件相続により取得したものとみなされる死亡保険金 

ア 本件Ｄ生命保険契約に係る死亡保険金 

本件Ｄ生命保険契約については、亡乙の死亡の時までに払い込まれた保険料４５００万円

の全額を同人において負担していたものである（前提事実(3)イ①）から、相続税法３条１

項１号の規定に基づき、その死亡保険金の全額が、本件相続により取得したものとみなされ

ることとなる。 

イ 本件Ｅ生命保険契約に係る死亡保険金 

本件Ｅ生命保険契約については、亡乙の死亡の時までに払い込まれた保険料１８万米国ド

ルの全額を同人において負担していたものである（前提事実(3)イ②）から、相続税法３条

１項１号の規定に基づき、その死亡保険金の全額が、本件相続により取得したものとみなさ

れることとなる。 

ウ 各相続人が取得することとなるみなし相続財産の価額 

前記ア及びイにより、原告及び訴外相続人らが取得することとなるみなし相続財産は、合

計８３５０万４７５１円（①原告・１６２４万０９８９円、②訴外相続人ら・６７２６万３

７６２円）となる。 

(3) 相続税法１２条１項５号ロの規定により非課税とされる金額 

本件相続において、被相続人の相続税法１５条２項に規定する相続人の数は「３」であるか

ら、保険金の非課税限度額は１５００万円（５００万円×３）となる（同法１２条１項５号）。

また、亡乙の全ての相続人（本件共同相続人ら）が取得したとみなされる死亡保険金は、前記

(2)ウのとおり８３５０万４７５１円であり、この金額は非課税限度額１５００万円を超える

ため、本件相続では、同法１２条１項５号ロの規定により算出した金額が非課税として相続税

の課税価格に算入しないこととなる。 

したがって、本件相続において各相続人が取得したとみなされる死亡保険金のうち非課税と

なる金額は、非課税限度額１５００万円に死亡保険金合計８３５０万４７５１円のうちに原告

が取得することとなる１６２４万０９８９円又は訴外相続人らが取得することとなる６７２

６万３７６２円の占める割合を乗じてそれぞれ算出した各金額となり、①原告が２９１万７３

７７円(１５００万円×１６２４万０９８９円／８３５０万４７５１円）、②訴外相続人らが１

２０８万２６２３円（１５００万円×６７２６万３７６２円／８３５０万４７５１円）となる。 
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(4) 被告が主張する本件相続税の課税価格に算入されるみなし相続財産の価額 

被告が主張する本件相続税の課税価格に算入されるみなし相続財産の価額は、①原告につい

ては、前記(2)ウ①の１６２４万０９８９円から前記(3)①の非課税金額２９１万７３７７円を

控除した後の１３３２万３６１２円となり、②訴外相続人らについては、前記(2)ウ②の６７

２６万３７６２円から前記(3)②の１２０８万２６２３円を控除した後の５５１８万１１３９

円となる。 

第５ 原告が本件相続に係る相続税の申告をしなかったことにつき通則法６６条１項ただし書にい

う「正当な理由」があるか否か（争点５）について 

１ 原告の主張の要点 

(1) 原告は、丙から度重なる性的いやがらせを受け、亡乙にそれを訴えたが、被害妄想である

と責め立てられて居場所を失い、亡乙とは離婚していた原告の父の下に身を寄せ、精神的ショ

ックのため転校を余儀なくされた。原告は、亡乙とはほとんど交流がなく、丙についても憎悪

を抱くに至っていたため全く交流がなく、丁については連絡先を教えていたので何かあれば知

らせてくれるだろうと考えていたが、同人は、原告に対して本件相続に関することを全く知ら

せず、法定の期間内に原告が相続税の申告をすることを妨害していたものであって、原告にお

いては、亡乙の遺産の内容を全く知らず、知り得る状況にもなかった。原告においては、被告

が主張するような「共同相続人間に相続財産をめぐる争いがあるなどのため遺産分割が行われ」

ないという状況にはなく、「相続財産をめぐる争いがある」以前の状況に置かれていた。 

(2) 原告は、本件相続の開始以前から、丙及び丁とは疎遠であり、亡乙の死亡についても、両

名からではなく、知人を通じて知ったものである。原告においては、日頃、亡乙から、繰り返

し「財産は全部長男に取られてしまって、残った財産はない。」と聞かされており（原告がそ

のような亡乙の発言を信じたとしてもやむを得ないところである。）、また、丙からも、亡乙の

葬儀の際、「相続についてはこちらでやっているので何もやらなくていい。」と言われていたの

であって、亡乙に係る相続財産の調査をすることなど全く考えておらず、本件相続税に係る申

告をしなければならないなどとは考えもつかなかった。原告は、本件相続税の申告期限後に、

新宿税務署の担当官から申告義務があることを告げられて初めて、亡乙の相続財産が基礎控除

を上回ることを知って驚いたのである。 

(3) 以上のとおりであって、原告には、法定期間内に本件相続税に係る申告をすることができ

なかったことにつき何ら責めるべき事情はなく、通則法６６条１項ただし書にいう「正当な理

由」があるというべきであるから、本件賦課決定処分は、明らかに不当なものである。 

２ 被告の主張の要点 

(1) 原告は、母である亡乙とは交流がないと主張し（前記１(1)）、同人とは高校一年生以降交

流がない旨の供述をする一方で、平成６年には、亡乙から、電話で「財産は全部長男に取られ

てしまって、残った財産はない」と聞かされ、本件相続の開始直前においても、日頃から同様

の話を聞いていた旨を述べるなど、その供述は、上記のような主張と矛盾しているばかりか、

それ自体でも相互に矛盾している。その点はおくとしても、原告は、その自宅マンションの名

称について、亡乙以外には１人、２人の親しい友人にしか知らせていないと供述しており（原

告本人）、上記名称を第三者に知らせることについては十分に注意を払っていたことがうかが

えることからすれば、原告と亡乙は、本件相続の開始直前においても親密な関係にあったこと

が明らかである。原告においては、必要であれば、亡乙の生活状況や、財産の所有状況、財産
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の処分内容についても知り得る立場にあったというべきであり、亡乙とほとんど交流がなかっ

たためその相続財産の状況を知り得る状況になかった旨の原告の主張は、およそ理由がない。 

(2) 原告は、本人尋問においては、訴外相続人らの税理士の下を訪ねて本件公正証書遺言の話

をしたのが具体的にいつかを明らかにしていないところ、従前は、平成１９年５月４日に丙か

ら本件公正証書の存在を聞き、原告の知人である司法書士が、上記公正証書の謄本を取り寄せ、

同月下旬にはこれを入手し、その内容を確認していた旨述べていたものであり（乙５）、その

内容は具体的かつ詳細なものであって、上記のような本人尋問における供述と比べ、格段に信

用性が高いものというべきである。そうすると、原告は、遅くとも、本件相続税に係る法定申

告期限内である平成１９年５月の時点において、本件公正証書に記載された不動産のみをもっ

てしても、本件相続の相続税の遺産に係る基礎控除額を上回ることを了知することができたこ

とが明らかである 

(3) 原告は、審査請求時においては、調査をしていない旨申し述べているとおり（乙５）、亡乙

の相続財産の調査を怠ったものである。仮に、原告が主張するように、訴外相続人らの側から

原告に対して亡乙の相続に関する連絡がなかったとしても、原告においては、少なくとも丁と

連絡を取ることは可能だったのであるから、亡乙の相続財産や債務について調査する意思があ

れば、原告自ら訴外相続人らに対して連絡を取り、必要な財産調査を行うことは可能であった。

原告の供述を前提としても、原告において、丙に対し、亡乙から聞かされていた「財産は全部

長男に取られてしまって残った財産はない」という事実について確認しようとしたが拒絶され

たというのではなく、要は、亡乙の相続財産について調査もせずに、亡乙に係る財産や債務の

状況の詳細を知り得る立場になく、税務の専門家でもない「私の周囲の人たちや会社をやって

いる方」の話を根拠として、申告すべき相続財産がない旨思い込んだだけにすぎない。 

(4) 以上のとおり、本件においては、原告が本件相続税の申告をしなかったことについて、「納

税者の責めに帰すべき理由がなく、行政上の制裁を課することが不当と考えられる事情のある

場合」には該当しないから、本件賦課決定処分について、通則法６６条１項ただし書にいう「正

当な理由」があったと認める余地はない 

以 上 
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別表１～１４ 省略 


